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(57)【要約】
【課題】ディスプレイの白表示・黒表示時の色味視角依存性を補正し、かつコントラスト
の低下を抑制した液晶表示装置を提供する。
【解決手段】光源、光源側偏光フィルム、液晶セルおよび表示側偏光フィルムがこの順に
配置された液晶表示装置であって、該液晶セルと該光源側偏光フィルムとの間または該液
晶セルと該表示側偏光フィルムとの間に光学補償シートが配置され、該表示側偏光フィル
ムの最表面側に光散乱シートが配置され、該光散乱シートを除外して黒色を表示したとき
の、該液晶表示装置法線方向での輝度が０．３ｃｄ／ｍ２以下であり、該法線方向に対し
て極角６０°以内の範囲における黒輝度の最大値が２．０ｃｄ／ｍ２以下であり、かつ、
該光散乱シートの全ヘイズ値が３０～９０％である液晶表示装置。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源、光源側偏光フィルム、液晶セルおよび表示側偏光フィルムがこの順に配置された
液晶表示装置であって、該液晶セルと該光源側偏光フィルムとの間または該液晶セルと該
表示側偏光フィルムとの間に光学補償シートが配置され、該表示側偏光フィルムの最表面
側に光散乱シートが配置され、該光散乱シートを除外して黒色を表示したときの、該液晶
表示装置法線方向での輝度が０．３ｃｄ／ｍ２以下であり、該法線方向に対して極角６０
°以内の範囲における黒輝度の最大値が２．０ｃｄ／ｍ２以下であり、かつ、該光散乱シ
ートの全ヘイズ値が３０～９０％である液晶表示装置。
【請求項２】
　前記光散乱シートが、透明支持体と、該透明支持体上に具備された光散乱層とを含み、
該光散乱層が熱および電離放射線のうち少なくとも１種によって硬化した透光性樹脂と、
該透光性樹脂と屈折率の異なる散乱体により構成される請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記光散乱シートにおいて、前記散乱体が透光性粒子である請求項２に記載の液晶表示
装置。
【請求項４】
　前記光散乱シートにおいて、前記透光性樹脂の屈折率（ｎＢ）と前記透光性粒子の屈折
率（ｎＰ）の差が０．０３以上０．２以下である請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記光散乱シートにおいて、前記透光性樹脂の屈折率（ｎＢ）が前記透光性粒子の屈折
率（ｎＰ）よりも低い請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記光散乱シートに含まれる散乱体の粒径が０．５～６μｍである請求項２～５のいず
れかに記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　光散乱シート上に反射防止層として屈折率１．２０乃至１．４６の低屈折率層が少なく
とも設けられている請求項１～６のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記光学補償シートが、少なくとも１枚のポリマーフィルムを含む第１の光学異方性層
、および透明支持体上に低分子または高分子液晶性化合物から形成された第２の光学異方
性層のうち少なくとも一種を有するフィルムである請求項１～７のいずれかに記載の液晶
表示装置。
【請求項９】
　前記光学補償シートの前記第１の光学異方性層が、光学的に正の一軸性又は二軸性を有
するとともに、波長６３０ｎｍの面内レタデーションＲｅ（６３０）が、波長４５０ｎｍ
の面内レタデーションＲｅ（４５０）より大きい請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記光学補償シートの第１の光学異方性層が、下記式（Ａ）を満足する請求項８または
９に記載の液晶表示装置。
（Ａ）　５ｎｍ　≦ΔＲｅ（６３０－４５０）≦　４５ｎｍ
　式中、ΔＲｅ（λ1－λ2）は、Ｒｅ（λ1）とＲｅ（λ2）の差である。
【請求項１１】
　前記光学補償シートの第１の光学異方性層が、下記式（Ｂ）及び（Ｃ）を満足する請求
項８～１０のいずれかに記載の液晶表示装置。
（Ｂ）５０ｎｍ　≦Ｒｅ（５５０）　≦１４０ｎｍ
（Ｃ）０．５≦Ｒｔｈ（５５０）／Ｒｅ（５５０）≦６．０
　式中、Ｒｅ（λ）は、波長λｎｍの光に対する面内レタデーション値であり、Ｒｔｈ（
λ）は、波長λｎｍの光に対する厚さ方向のレタデーション値である。
【請求項１２】
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　さらに、前記光学補償シートの第１の光学異方性層が、下記式（Ｄ）を満足する請求項
８～１１のいずれかに記載の液晶表示装置。
（Ｄ）　ΔＲｔｈ（６３０－４５０）≦　３０ｎｍ
　式中、ΔＲｔｈ（λ1－λ2）は、Ｒｔｈ（λ1）とＲｔｈ（λ2）の差である。
【請求項１３】
　液晶セルがＴＮモードである請求項１～１２のいずれかに記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイの白表示・黒表示時の色味視角依存性を補正し、かつコントラ
ストの低下を抑制した液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
（表示装置）
　液晶ディスプレイ（LCD）、プラズマディスプレイパネル（PDP）、CRT、EL等に代表さ
れる画像表示装置は、テレビやコンピュータをはじめとしてさまざまな分野で使用されて
おり、目覚しい発展を遂げている。特に LCD は薄く、軽量で、かつ汎用性に富むディス
プレイとして、薄型テレビや携帯電話、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、PDA 
その他各種デバイス用の表示媒体として普及が著しい。
【０００３】
　これらの表示媒体においては、文字の情報だけでなく人の顔や風景等の映像のような、
中間階調を多く有する画像をさまざまな角度から視聴する機会が多い。したがって、どの
角度からみても映像の印象が変化しないことが求められている。
【０００４】
　ＬＣＤの表示形式としては、ＴＮモード、ＶＡモード、ＩＰＳモード、ＯＣＢモード等
が開発されてきた。これらの液晶表示装置の表示形式は、液晶の配向形態が異なっており
、それぞれ異なる画像表示特性を有する。特に、ＴＮモードにおける下方向視聴時の階調
反転特性やＶＡモードにおける白飛び特性など、液晶配向形態に特有の画像品位を低下す
る問題も生じてしまうため、適宜視角性能を補う必要がある。
【０００５】
（光学補償シート）
　ディスプレイの視角性能を向上させる技術として、LCDやPDP 等のディスプレイ部材に
用いられる光学機能性シートがある。保護膜としても機能するトリアセチルセルロース（
TAC）、ポリエチレンテレフタレート（PET）等を支持体として、各種用途に応じた機能が
付与されている。このうち、光学補償シートは、画像着色の解消や視野角を拡大するため
に、様々な液晶表示装置で用いられている。光学補償シートとしては、延伸複屈折ポリマ
ーフィルムが従来から使用されていたが、延伸複屈折フィルムのほか、透明支持体上に低
分子あるいは高分子液晶性化合物から形成された光学異方性層を有する光学補償シートが
提案されている。液晶性化合物には多様な配向形態があるため、液晶性化合物を用いるこ
とで、従来の延伸複屈折ポリマーフィルムでは得ることができない光学的性質を実現する
ことが可能となる。
【０００６】
　例えば、特許文献１には、透明支持体及びその上に設けられた光学異方層からなる光学
補償シートであって、該光学異方層が、ディスコティック構造単位を有する化合物からな
る負の複屈折を有する層であり、そして該ディスコティック構造単位の円盤面が、透明支
持体面に対して傾いており、且つ該ディスコティック構造単位の円盤面と透明支持体面と
のなす角度が、光学異方層の深さ方向において変化していることを特徴とする光学補償シ
ートが提案されている。
　また、特許文献２には、面内レタデーション（Ｒｅ）及び厚み方向のレタデーション（
Ｒｔｈ）が所定の範囲である透明支持体上に、上記光学異方性層を有する光学補償シート
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が提案されている。
　また、特許文献３には、光学的に性の一軸性または光学的に二軸性を有し、且つ最大屈
折率の方向がポリマー面と実質的に平行であるポリマーフィルムと、その上に、上記光学
異方性層を有し、ポリマーフィルムの最大屈折率の方向が、光学異方性層中のディスコテ
ィック液晶性分子の円盤面の法線をポリマーフィルムの面に投影して得られる線の平均方
向と、実質的に平行または直交していることを特徴とする光学補償シートが提案されてい
る。
【０００７】
（光散乱シート）
　また、ディスプレイの透過光を散乱させ、ディスプレイ固有の視角特性を改善すること
を目的として、光散乱シートが用いられている。光散乱シートは、シートを形成するため
のバインダーと、バインダーとの屈折率差によって透過光を散乱するための光散乱粒子か
ら構成される。（特許文献４）。
　ところが、従来の光散乱シートは視角拡大効果または反転防止効果は有するものの、充
分に色味の変化を抑制するものではない。
【０００８】
　近年では、特にサブミクロンスケールの小径粒子を用いて、短波長の光を強く散乱させ
る光散乱シートを搭載することにより、ＶＡモードの液晶表示装置に関して色味変化およ
びガンマ変化を抑制しようとする試みもなされている。（特許文献５～８）ただし、上記
の表示装置は、光散乱シートに起因する散乱光が広角に拡がるために正面のコントラスト
が低下し、また、液晶表示装置の中でもＶＡモードのみに適用可能な技術であるために汎
用性に乏しいという難点があった。
【０００９】
【特許文献１】特開平８－５０２０６号公報
【特許文献２】特開２００２－１９６１４６号公報
【特許文献３】特開２００１－１０００３１号公報
【特許文献４】特開２００６－２５９００３号公報
【特許文献５】特開２００７－２４８８０３号公報
【特許文献６】特開２００７－２４９０３８号公報
【特許文献７】特開２００８－５８３８６号公報
【特許文献８】特開２００８－６４８３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、前記問題点に鑑み、特に透過型液晶表示装置において、ディスプレイ
の白表示・黒表示時の色味視角依存性を補正し、かつコントラストの低下を抑制した液晶
表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、鋭意検討の結果、以下の構成の液晶表示装置により上記課題が改良できる
ことを見出した。
１．　光源、光源側偏光フィルム、液晶セルおよび表示側偏光フィルムがこの順に配置さ
れた液晶表示装置であって、該液晶セルと該光源側偏光フィルムとの間または該液晶セル
と該表示側偏光フィルムとの間に光学補償シートが配置され、該表示側偏光フィルムの最
表面側に光散乱シートが配置され、該光散乱シートを除外して黒色を表示したときの、該
液晶表示装置法線方向での輝度が０．３ｃｄ／ｍ２以下であり、該法線方向に対して極角
６０°以内の範囲における黒輝度の最大値が２．０ｃｄ／ｍ２以下であり、かつ、該光散
乱シートの全ヘイズ値が３０～９０％である液晶表示装置。
２．　前記光散乱シートが、透明支持体と、該透明支持体上に具備された光散乱層とを含
み、該光散乱層が熱および電離放射線のうち少なくとも１種によって硬化した透光性樹脂
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と、該透光性樹脂と屈折率の異なる散乱体により構成される上記１に記載の液晶表示装置
。
３．　前記光散乱シートにおいて、前記散乱体が透光性粒子である上記２に記載の液晶表
示装置。
４．　前記光散乱シートにおいて、前記透光性樹脂の屈折率（ｎＢ）と前記透光性粒子の
屈折率（ｎＰ）の差が０．０３以上０．２以下である上記３に記載の液晶表示装置。
５．　前記光散乱シートにおいて、前記透光性樹脂の屈折率（ｎＢ）が前記透光性粒子の
屈折率（ｎＰ）よりも低い上記４に記載の液晶表示装置。
６．　前記光散乱シートに含まれる散乱体の粒径が０．５～６μｍである上記２～５のい
ずれかに記載の液晶表示装置。
７．　光散乱シート上に反射防止層として屈折率１．２０乃至１．４６の低屈折率層が少
なくとも設けられている上記１～６のいずれかに記載の液晶表示装置。
８．　前記光学補償シートが、少なくとも１枚のポリマーフィルムを含む第１の光学異方
性層、および透明支持体上に低分子または高分子液晶性化合物から形成された第２の光学
異方性層のうち少なくとも一種を有するフィルムである上記１～７のいずれかに記載の液
晶表示装置。
９．　前記光学補償シートの前記第１の光学異方性層が、光学的に正の一軸性又は二軸性
を有するとともに、波長６３０ｎｍの面内レタデーションＲｅ（６３０）が、波長４５０
ｎｍの面内レタデーションＲｅ（４５０）より大きい上記８に記載の液晶表示装置。
１０．　前記光学補償シートの第１の光学異方性層が、下記式（Ａ）を満足する上記８ま
たは９に記載の液晶表示装置。
（Ａ）　５ｎｍ　≦ΔＲｅ（６３０－４５０）≦　４５ｎｍ
　式中、ΔＲｅ（λ1－λ2）は、Ｒｅ（λ1）とＲｅ（λ2）の差である。
１１．　前記光学補償シートの第１の光学異方性層が、下記式（Ｂ）及び（Ｃ）を満足す
る上記８～１０のいずれかに記載の液晶表示装置。
（Ｂ）５０ｎｍ　≦Ｒｅ（５５０）　≦１４０ｎｍ
（Ｃ）０．５≦Ｒｔｈ（５５０）／Ｒｅ（５５０）≦６．０
　式中、Ｒｅ（λ）は、波長λｎｍの光に対する面内レタデーション値であり、Ｒｔｈ（
λ）は、波長λｎｍの光に対する厚さ方向のレタデーション値である。
１２．　さらに、前記光学補償シートの第１の光学異方性層が、下記式（Ｄ）を満足する
上記８～１１のいずれかに記載の液晶表示装置。
（Ｄ）　ΔＲｔｈ（６３０－４５０）≦　３０ｎｍ
　式中、ΔＲｔｈ（λ1－λ2）は、Ｒｔｈ（λ1）とＲｔｈ（λ2）の差である。
１３．　液晶セルがＴＮモードである上記１～１２のいずれかに記載の液晶表示装置。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、ディスプレイの白表示・黒表示時の色味視角依存性を補正し、かつコン
トラストの低下を抑制した透過型液晶表示装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明をさらに詳細に説明する。
　なお、本明細書において「～」とはその前後に記載される数値を下限値及び上限値とし
て含む意味で使用される。
【００１４】
　本明細書において、Ｒｅ（λ）及びＲｔｈ（λ）は各々、波長λにおける面内のレタデ
ーション（ｎｍ）及び厚さ方向のレタデーション（ｎｍ）を表す。Ｒｅ（λ）はＫＯＢＲ
Ａ　２１ＡＤＨ又はＷＲ（商品名、王子計測機器（株）製）において波長λｎｍの光をフ
ィルム法線方向に入射させて測定される。
【００１５】
　測定されるフィルムが１軸又は２軸の屈折率楕円体で表されるものである場合には、以
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下の方法によりＲｔｈ（λ）は算出される。
　Ｒｔｈ（λ）は、前記Ｒｅ（λ）を、面内の遅相軸（ＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨ又はＷＲ
により判断される）を傾斜軸（回転軸）として（遅相軸がない場合にはフィルム面内の任
意の方向を回転軸とする）のフィルム法線方向に対して法線方向から片側５０度まで１０
度ステップで各々その傾斜した方向から波長λｎｍの光を入射させて全部で６点測定し、
その測定されたレタデーション値と平均屈折率の仮定値及び入力された膜厚値を基にＫＯ
ＢＲＡ　２１ＡＤＨ又はＷＲにおいて算出される。
【００１６】
　上記において、法線方向から面内の遅相軸を回転軸として、ある傾斜角度にレタデーシ
ョンの値がゼロとなる方向をもつフィルムの場合には、その傾斜角度より大きい傾斜角度
でのレタデーション値はその符号を負に変更した後、ＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨ又はＷＲに
おいて算出される。
　尚、遅相軸を傾斜軸（回転軸）として（遅相軸がない場合にはフィルム面内の任意の方
向を回転軸とする）、任意の傾斜した２方向からレタデーション値を測定し、その値と平
均屈折率の仮定値及び入力された膜厚値を基に、以下の数式（１）及び数式（２）により
Ｒｔｈを算出することもできる。
【００１７】
【数１】

【００１８】
【数２】

【００１９】
　式中、Ｒｅ（θ）は法線方向から角度θ傾斜した方向におけるレタデーション値を表す
。ｎｘは面内における遅相軸方向の屈折率を表し、ｎｙは面内においてｎｘに直交する方
向の屈折率を表し、ｎｚはｎｘ及びｎｙに直交する方向の屈折率を表す。ｄはフィルムの
膜厚を表す。
【００２０】
　測定されるフィルムが１軸や２軸の屈折率楕円体で表現できないもの、いわゆる光学軸
（ｏｐｔｉｃ　ａｘｉｓ）がないフィルムの場合には、以下の方法によりＲｔｈ（λ）が
算出される。
　Ｒｔｈ（λ）は、前記Ｒｅ（λ）を、面内の遅相軸（ＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨ又はＷＲ
により判断される）を傾斜軸（回転軸）としてフィルム法線方向に対して－５０度から＋
５０度まで１０度ステップで各々その傾斜した方向から波長λｎｍの光を入射させて１１
点測定し、その測定されたレタデーション値と平均屈折率の仮定値及び入力された膜厚値
を基にＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨ又はＷＲにより算出される。
【００２１】
　上記の測定において、平均屈折率の仮定値は、ポリマーハンドブック（ＪＯＨＮ　ＷＩ
ＬＥＹ＆ＳＯＮＳ，ＩＮＣ）、各種光学フィルムのカタログの値を使用することができる
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。平均屈折率の値が既知でないものについてはアッベ屈折計で測定することができる。主
な光学フィルムの平均屈折率の値を以下に例示する：
　セルロースアシレート（１．４８）、シクロオレフィンポリマー（１．５２）、ポリカ
ーボネート（１．５９）、ポリメチルメタクリレート（１．４９）、ポリスチレン（１．
５９）である。
　これら平均屈折率の仮定値と膜厚を入力することで、ＫＯＢＲＡ　２１ＡＤＨ又はＷＲ
においてｎｘ、ｎｙ、ｎｚが算出される。この算出されたｎｘ、ｎｙ、ｎｚによりＮｚ＝
（ｎｘ－ｎｚ）／（ｎｘ－ｎｙ）が更に算出される。
【００２２】
　また、本明細書において、測定波長を特に付記しない場合は、波長５５０ｎｍにおける
Ｒｅ及びＲｔｈであるとする。
【００２３】
＜液晶表示装置＞
　〔液晶表示装置の構成〕
　以下、本発明の実施の形態を説明する。
　本発明の液晶表示装置は、光源、光源側偏光フィルム、液晶セルおよび表示側偏光フィ
ルムがこの順に配置されてなる液晶表示装置であって、該液晶セルと該光源側偏光フィル
ムとの間または該液晶セルと該表示側偏光フィルムとの間に光学補償シートが配置され、
該表示側偏光フィルムの最表面側に光散乱シートが配置され、該光散乱シートを除外して
黒色を表示したときの、該液晶表示装置法線方向での輝度が０．３ｃｄ／ｍ２以下であり
、該法線方向に対して極角６０°以内の範囲における黒輝度の最大値が２．０ｃｄ／ｍ２

以下であり、かつ、該光散乱シートの全ヘイズ値が３０～９０％であることを特徴とする
。
　本発明の液晶表示装置に用いられる光学補償シートは、光学異方性層を有し、液晶セル
と一方の偏光フィルムとの間に一枚配置されるか、あるいは液晶セルと双方の偏光フィル
ムとの間に二枚配置されることが好ましい。また、光散乱シートは、液晶表示装置の特に
色味の改良に有利に用いることができ、ディスプレイの最表層に用いることが好ましい。
なお、以下の記載において偏光フィルムを偏光板ということがある。
【００２４】
　本発明の液晶表示装置は、上記構成に限定されず、他の部材を含んでいてもよい。例え
ば、液晶セルと偏光膜との間にカラーフィルターを配置してもよい。また、透過型として
使用する場合は、冷陰極あるいは熱陰極蛍光管、あるいは発光ダイオード、フィールドエ
ミッション素子、エレクトロルミネッセント素子を光源とするバックライトを背面に配置
することができる。また、本発明の液晶表示装置は、反射型であってもよく、かかる場合
は、偏光板は観察側に１枚配置したのみでよく、液晶セル背面あるいは液晶セルの下側基
板の内面に反射膜を設置する。もちろん該光源を用いたフロントライトを液晶セル観察側
に設けることも可能である。さらに本発明の液晶表示装置は、透過と反射のモードの両立
をはかるため、表示装置の１画素の中で反射部と透過部を設けた半透過型であってもよい
。
【００２５】
　本発明の液晶表示装置には、画像直視型、画像投影型や光変調型が含まれる。本発明は
、ＴＦＴやＭＩＭのような３端子または２端子反導体素子を用いたアクティブマトリック
ス液晶表示装置に適用した態様が特に有効である。勿論、時分割駆動と呼ばれるＳＴＮ型
に代表されるパッシブマトリックス液晶表示装置に適用した態様も有効である。
【００２６】
＜液晶モード＞
　本発明の液晶表示装置としては、前述のように液晶セルの配向モードにより、ＶＡ型液
晶表示装置、ＴＮ型液晶表示装置、ＯＣＢ型液晶表示装置、ＥＣＢ型液晶表示装置、ＩＰ
Ｓ型液晶表示装置等の種類がある。本発明の態様にて最も効果が大きいのはＴＮモードで
ある。ＴＮモードの液晶セルでは、電圧無印加時に棒状液晶性分子が実質的に水平配向し
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、さらに６０～１２０゜にねじれ配向している。ＴＮモードの液晶セルは、カラーＴＦＴ
液晶表示装置として最も多く利用されており、多数の文献に記載がある。ＴＮ型以外のい
ずれのモードの液晶表示装置においても、液晶セルの配向に伴う色味変化の視野角依存性
が生じるため、本発明の効果が得られる。よって本発明の態様はＴＮモードに限定されな
い。
【００２７】
（第１の光学異方性層）
　光学補償シートの第１の光学異方性層は、少なくとも一枚のポリマーフィルムからなる
ことが好ましい。第１の光学異方性層は、光学補償シートの透明支持体の役割も兼ねるこ
とが好ましい。複数のポリマーフィルムで透明支持体を構成して、本発明が定義する光学
異方性を達成することもできる。ただし、本発明が定義する光学異方性は、一枚のポリマ
ーフィルムで実現することも可能である。したがって、第１の光学異方性層は、一枚のポ
リマーフィルムからなることが特に好ましい。
【００２８】
　ポリマーフィルムの遅相軸角度の平均値は３°以下であることが好ましく、２°以下で
あることがさらに好ましく、１°以下であることが最も好ましい。遅相軸角度の平均値の
方向を遅相軸の平均方向と定義する。また、遅相軸角度の標準偏差は１．５°以下である
ことが好ましく、０．８°以下であることがさら好ましく、０．４°以下であることが最
も好ましい。ポリマーフィルム面内における遅相軸の角度は、ポリマーフィルムの延伸方
向を基準線（０°）とし、遅相軸と基準線のなす角度で定義する。ロール形態のフィルム
を幅方向に延伸する時は幅方向を基準線とし、長手方向に延伸する時は長手方向を基準線
とする。ポリマーフィルムは、光透過率が８０％以上であることが好ましい。ポリマーフ
ィルムは、６０×１０－１２ｍ２／Ｎ以下の光弾性係数を有することが好ましい。
【００２９】
　光学補償シートを使用した透過型液晶表示装置において、通電後時間が経過すると画面
周辺部に「額縁状の表示ムラ」が発生することがある。このムラは、画面周辺部の透過率
の上昇によるものであり、特に黒表示時において顕著となる。透過型液晶表示装置では、
バックライトから発熱しており、しかも液晶セル面内で温度分布が生じる。この温度分布
により光学補償シートの光学特性（レタデーション値、遅相軸の角度）が変化することが
「額縁状の表示ムラ」の発生原因である。光学補償シートの光学特性の変化は、温度上昇
による光学補償シートの膨張または収縮が液晶セルまたは偏光板との粘着により抑制され
るために、光学補償シートに弾性変形が生じることに起因する。
【００３０】
　透過型液晶表示装置に生じる「表示ムラ」を抑制するために、光学補償シートの透明支
持体に熱伝導率が高いポリマーフィルムを使用することが好ましい。熱伝導率が高いポリ
マーの例には、セルロースアセテート（熱伝導率（以下同様）：０．２２Ｗ／（ｍ・Ｋ）
）のようなセルロース系ポリマー、ポリカーボネート（０．１９Ｗ／（ｍ・Ｋ））のよう
なポリエステル系ポリマーおよびノルボルネン系ポリマー（０．２０Ｗ／（ｍ・Ｋ））の
ような環状オレフィンポリマーが含まれる。
【００３１】
　市販のポリマー、例えば、市販のノルボルネン系ポリマー（アートン、ＪＳＲ（株）製
；ゼオノア、日本ゼオン（株）製、ゼオネックス；日本ゼオン（株）製）を用いてもよい
。ポリカーボネート系コポリマーについては、下記特許文献に記載がある。
　特許文献９：特開平１０－１７６０４６号公報
　特許文献１０：特開２００１－２５３９６０号公報
【００３２】
　ポリマーフィルムのレタデーションを調整するため、少なくとも二つの芳香族環を有す
る芳香族化合物をレタデーション上昇剤として使用することができる。
　ポリマーフィルムとしてセルロースアセテートフィルムを用いる場合、芳香族化合物は
、セルロースアセテート１００質量部に対して、０．０１乃至２０質量部の範囲で使用す
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る。芳香族化合物は、セルロースアセテート１００質量部に対して、０．０５乃至１５質
量部の範囲で使用することが好ましく、０．１乃至１０質量部の範囲で使用することがさ
らに好ましい。二種類以上の芳香族化合物を併用してもよい。
【００３３】
　芳香族化合物の芳香族環には、芳香族炭化水素環に加えて、芳香族性ヘテロ環を含む。
【００３４】
　レタデーション上昇剤の分子量は、３００乃至８００であることが好ましい。レタデー
ション上昇剤については、下記特許文献に記載されている。
　特許文献１１：特開２０００－１１１９１４号公報
　特許文献１２：特開２０００－２７５４３４号公報
　特許文献１３：特開２００１－１６６１４４号公報
　特許文献１４：国際公開第００／０２６１９号パンフレット
【００３５】
（ポリマーフィルムの製造）
　ソルベントキャスト法によりポリマーフィルムを製造することが好ましい。ソルベント
キャスト法では、ポリマーを有機溶媒に溶解した溶液（ドープ）を用いてフィルムを製造
する。有機溶媒は、炭素原子数が２乃至１２のエーテル、炭素原子数が３乃至１２のケト
ン、炭素原子数が２乃至１２のエステルおよび炭素原子数が１乃至６のハロゲン化炭化水
素から選ばれる溶媒を含むことが好ましい。
　エーテル、ケトンおよびエステルは、環状構造を有していてもよい。エーテル、ケトン
およびエステルの官能基（すなわち、－Ｏ－、－ＣＯ－および－ＣＯＯ－）のいずれかを
二つ以上有する化合物も、有機溶媒として用いることができる。有機溶媒はアルコール性
ヒドロキシル基のような他の官能基を有してもよい。
【００３６】
　エーテルの例には、ジイソプロピルエーテル、ジメトキシメタン、ジメトキシエタン、
１、４－ジオキサン、１、３－ジオキソラン、テトラヒドロフラン、アニソールおよびフ
ェネトールが含まれる。ケトンの例には、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケト
ン、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノンおよびメチルシクロヘキサノンが含まれる。
エステルの例には、エチルホルメート、プロピルホルメート、ペンチルホルメート、メチ
ルアセテート、エチルアセテートおよびペンチルアセテートが含まれる。二種類以上の官
能基を有する有機溶媒の例には、２－エトキシエチルアセテート、２－メトキシエタノー
ルおよび２－ブトキシエタノールが含まれる。ハロゲン化炭化水素の炭素原子数は、１ま
たは２であることが好ましく、１であることが最も好ましい。ハロゲン化炭化水素のハロ
ゲンは、塩素であることが好ましい。ハロゲン化炭化水素の水素原子が、ハロゲンに置換
されている割合は、２５乃至７５モル％であることが好ましく、３０乃至７０モル％であ
ることがより好ましく、３５乃至６５モル％であることがさらに好ましく、４０乃至６０
モル％であることが最も好ましい。メチレンクロリドが、代表的なハロゲン化炭化水素で
ある。二種類以上の有機溶媒を混合して用いてもよい。
【００３７】
　一般的な方法でポリマー溶液を調製できる。一般的な方法とは、０℃以上の温度（常温
または高温）で、処理することを意味する。溶液の調製は、通常のソルベントキャスト法
におけるドープの調製方法および装置を用いて実施することができる。なお、一般的な方
法の場合は、有機溶媒としてハロゲン化炭化水素（特にメチレンクロリド）を用いること
が好ましい。ポリマーの量は、得られる溶液中に１０乃至４０質量％含まれるように調整
する。ポリマーの量は、１０乃至３０質量％であることがさらに好ましい。有機溶媒（主
溶媒）中には、後述する任意の添加剤を添加しておいてもよい。溶液は、常温（０乃至４
０℃）でポリマーと有機溶媒とを攪拌することにより調製することができる。高濃度の溶
液は、加圧および加熱条件下で攪拌してもよい。具体的には、ポリマーと有機溶媒とを加
圧容器に入れて密閉し、加圧下で溶媒の常温における沸点以上、かつ溶媒が沸騰しない範
囲の温度に加熱しながら攪拌する。加熱温度は、通常は４０℃以上であり、好ましくは６
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０乃至２００℃であり、さらに好ましくは８０乃至１１０℃である。
【００３８】
　各成分は予め粗混合してから容器に入れてもよい。また、順次容器に投入してもよい。
容器は攪拌できるように構成されている必要がある。窒素ガス等の不活性気体を注入して
容器を加圧することができる。また、加熱による溶媒の蒸気圧の上昇を利用してもよい。
あるいは、容器を密閉後、各成分を圧力下で添加してもよい。
【００３９】
　加熱する場合、容器の外部より加熱することが好ましい。例えば、ジャケットタイプの
加熱装置を用いることができる。また、容器の外部にプレートヒーターを設け配管して液
体を循環させることにより容器全体を加熱することもできる。
【００４０】
　容器内部に攪拌翼を設けて、これを用いて攪拌することが好ましい。攪拌翼は、容器の
壁付近に達する長さのものが好ましい。攪拌翼の末端には、容器の壁の液膜を更新するた
め、掻取翼を設けることが好ましい。
　容器には、圧力計、温度計等の計器類を設置してもよい。容器内で各成分を溶剤中に溶
解する。調製したドープは冷却後容器から取り出すか、あるいは、取り出した後、熱交換
器等を用いて冷却する。
【００４１】
　ポリマー溶液（ドープ）の調製は、冷却溶解法に従い実施してもよい。まず室温近辺の
温度（－１０～４０℃）で有機溶媒中にポリマーを撹拌しながら徐々に添加される。複数
の溶媒を用いる場合は、その添加順は特に限定されない。例えば、主溶媒中にポリマーを
添加した後に、他の溶媒（例えばアルコールなどのゲル化溶媒など）を添加してもよいし
、逆にゲル化溶媒を予めポリマーに湿らせた後の主溶媒を加えてもよく、不均一溶解の防
止に有効である。ポリマーの量は、この混合物中に１０～４０質量％含まれるように調整
することが好ましい。
　ポリマーの量は、１０～３０質量％であることがさらに好ましい。さらに、混合物中に
は後述する任意の添加剤を添加しておいてもよい。
【００４２】
　次に、混合物は－１００～－１０℃（好ましくは－８０～－１０℃、さらに好ましくは
－５０～－２０℃、最も好ましくは－５０～－３０℃）に冷却される。冷却は、例えばド
ライアイス・メタノール浴（－７５℃）や冷却したジエチレングリコール溶液（－３０～
－２０℃）中で実施できる。このように冷却すると、ポリマーと有機溶媒の混合物は固化
する。冷却速度は、特に限定されないがバッチ式での冷却の場合は、冷却に伴いポリマー
溶液の粘度が上がり冷却効率が劣るために所定の冷却温度に達するために効率よい溶解釜
とすることが必要である。
【００４３】
　冷却溶解法においては、ポリマー溶液を膨潤させたあと、所定の冷却温度にした冷却装
置内を短時間で移送してもよい。冷却速度は、速いほど好ましいが、１００００℃／秒が
理論的な上限であり、１０００℃／秒が技術的な上限であり、そして１００℃／秒が実用
的な上限である。なお、冷却速度は、冷却を開始する時の温度と最終的な冷却温度との差
を冷却を開始してから最終的な冷却温度に達するまでの時間で割った値である。さらに、
これを０～２００℃（好ましくは０～１５０℃、さらに好ましくは０～１２０℃、最も好
ましくは０～５０℃）に加温すると、有機溶媒中にポリマーが流動する溶液となる。昇温
は、室温中に放置するだけでもよく、温浴中で加温してもよい。
【００４４】
　以上のようにして、均一な溶液が得られる。なお、溶解が不充分である場合は冷却、加
温の操作を繰り返してもよい。溶解が充分であるかどうかは、目視により溶液の外観を観
察するだけで判断することができる。冷却溶解法においては、冷却時の結露による水分混
入を避けるため、密閉容器を用いることが望ましい。また、冷却加温操作において、冷却
時に加圧し、加温時の減圧すると、溶解時間を短縮することができる。加圧および減圧を
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実施するためには、耐圧性容器を用いることが望ましい。
【００４５】
　なお、セルロースアセテート（酢化度：６０．９％、粘度平均重合度：２９９）を冷却
溶解法によりメチルアセテート中に溶解した２０質量％の溶液は、示差走査熱量測定（Ｄ
ＳＣ）によると、３３℃近傍にゾル状態とゲル状態との疑似相転移点が存在し、この温度
以下では均一なゲル状態となる。従って、この溶液は疑似相転移温度以上、好ましくはゲ
ル相転移温度プラス１０℃程度の温度で保存する必要がある。ただし、この疑似相転移温
度は、セルロースアセテートの酢化度、粘度平均重合度、溶液濃度や使用する有機溶媒に
より異なる。
【００４６】
　調製したポリマー溶液（ドープ）から、ソルベントキャスト法によりポリマーフィルム
を製造する。またドープに、前記のレタデーション上昇剤を添加することが好ましい。
【００４７】
　ドープは、ドラムまたはバンド上に流延し、溶媒を蒸発させてフィルムを形成する。流
延前のドープは、固形分量が１０乃至４０％、より好ましくは１５乃至３５％となるよう
に濃度を調整することが好ましい。ドラムまたはバンドの表面は、鏡面状態に仕上げてお
くことが好ましい。ソルベントキャスト法における流延および乾燥方法については、下記
特許文献１５～２９に記載がある。ドープは、表面温度が４０℃以下のドラムまたはバン
ド上に流延することが好ましい。流延してから２秒以上風に当てて乾燥することが好まし
い。得られたフィルムをドラムまたはバンドから剥ぎ取り、さらに１００から１６０℃ま
で逐次温度を変えた高温風で乾燥して残留溶剤を蒸発させることもできる。以上の方法は
、特許文献３０の公報に記載がある。この方法によると、流延から剥ぎ取りまでの時間を
短縮することが可能である。この方法を実施するためには、流延時のドラムまたはバンド
の表面温度においてドープがゲル化することが必要である。
【００４８】
　特許文献１５：米国特許第２３３６３１０号明細書
　特許文献１６：米国特許第２３６７６０３号明細書
　特許文献１７：米国特許第２４９２０７８号明細書
　特許文献１８：米国特許第２４９２９７７号明細書
　特許文献１９：米国特許第２４９２９７８号明細書
　特許文献２０：米国特許第２６０７７０４号明細書
　特許文献２１：米国特許第２７３９０６９号明細書
　特許文献２２：米国特許第２７３９０７０号明細書
　特許文献２３：英国特許第６４０７３１号明細書
　特許文献２４：英国特許第７３６８９２号明細書
　特許文献２５：特公昭４５－４５５４号公報
　特許文献２６：特公昭４９－５６１４号公報
　特許文献２７：特開昭６０－１７６８３４号公報
　特許文献２８：特開昭６０－２０３４３０号公報
　特許文献２９：特開昭６２－１１５０３５号公報
　特許文献３０：特公平５－１７８４４号公報
【００４９】
　複数のポリマー溶液を流延してもよい。複数のポリマー溶液を流延する場合、支持体の
進行方向に間隔を置いて設けた複数の流延口からポリマーを含む溶液をそれぞれ流延させ
て積層させながらフィルムを作製することができる（特許文献３１～３３の各公報記載）
。また、２つの流延口からポリマー溶液を流延することによってもフィルムを製造できる
（特許文献３４～３９の各公報記載）。さらに、高粘度ポリマー溶液の流れを低粘度のポ
リマー溶液で包み込み、その高・低粘度のポリマー溶液を同時に押出すポリマーフィルム
流延方法（特許文献４０）も採用できる。
【００５０】
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　特許文献３１：特開昭６１－１５８４１４号公報
　特許文献３２：特開平１－１２２４１９号公報
　特許文献３３：特開平１１－１９８２８５号公報
　特許文献３４：特公昭６０－２７５６２号公報
　特許文献３５：特開昭６１－９４７２４号公報
　特許文献３６：特開昭６１－９４７２４５号公報
　特許文献３７：特開昭６１－１０４８１３号公報
　特許文献３８：特開昭６１－１５８４１３号公報
　特許文献３９：特開平６－１３４９３３号公報
　特許文献４０：特開昭５６－１６２６１７号公報
【００５１】
　二個の流延口を用いて、第一の流延口により支持体に成型したフィルムを剥ぎ取り、支
持体面に接していた側に第二の流延を行うことでより、フィルムを作製する方法（特公昭
４４－２０２３５号公報記載）も実施できる。複数のポリマー溶液は、同一の溶液でもよ
い。複数のポリマー層に異なる機能を持たせるためには、その機能に応じたポリマー溶液
を、それぞれの流延口から押出せばよい。
【００５２】
　ポリマー溶液は、他の機能層（例、接着層、染料層、帯電防止層、アンチハレーション
層、ＵＶ吸収層、偏光層）の塗布液と同時に流延することもできる。
　従来の単層液では、必要なフィルム厚さにするためには高濃度で高粘度のポリマー溶液
を押出すことが必要である。その場合、ポリマー溶液の安定性が悪くて固形物が発生し、
ブツ故障となったり、平面性が不良であったりして問題となることが多かった。この解決
として、複数のポリマー溶液を流延口から流延することにより、高粘度の溶液を同時に支
持体上に押出すことができ、平面性も良化し優れた面状のフィルムが作製できる。さらに
、濃厚なポリマー溶液を用いることで乾燥負荷の低減化が達成でき、さらに、フィルムの
生産スピードを高めることができる。
【００５３】
　ポリマーフィルムには、機械的物性を改良するため、または乾燥速度を向上するために
可塑剤を添加することができる。可塑剤としては、リン酸エステルまたはカルボン酸エス
テルが用いられる。リン酸エステルの例には、トリフェニルフォスフェート（ＴＰＰ）お
よびトリクレジルホスフェート（ＴＣＰ）が含まれる。カルボン酸エステルとしては、フ
タル酸エステルおよびクエン酸エステルが代表的である。フタル酸エステルの例には、ジ
メチルフタレート（ＤＭＰ）、ジエチルフタレート（ＤＥＰ）、ジブチルフタレート（Ｄ
ＢＰ）、ジオクチルフタレート（ＤＯＰ）、ジフェニルフタレート（ＤＰＰ）およびジエ
チルヘキシルフタレート（ＤＥＨＰ）が含まれる。クエン酸エステルの例には、Ｏ－アセ
チルクエン酸トリエチル（ＯＡＣＴＥ）およびＯ－アセチルクエン酸トリブチル（ＯＡＣ
ＴＢ）が含まれる。その他のカルボン酸エステルの例には、オレイン酸ブチル、リシノー
ル酸メチルアセチル、セバシン酸ジブチル、種々のトリメリット酸エステルが含まれる。
フタル酸エステル系可塑剤（ＤＭＰ、ＤＥＰ、ＤＢＰ、ＤＯＰ、ＤＰＰ、ＤＥＨＰ）が好
ましく用いられ、ＤＥＰおよびＤＰＰが特に好ましい。
【００５４】
　可塑剤の添加量は、ポリマーの量の０．１乃至２５質量％であることが好ましく、１乃
至２０質量％であることがさらに好ましく、３乃至１５質量％であることが最も好ましい
。
【００５５】
　ポリマーフィルムには、劣化防止剤（例、酸化防止剤、過酸化物分解剤、ラジカル禁止
剤、金属不活性化剤、酸捕獲剤、アミン）を添加してもよい。劣化防止剤については下記
特許文献の各公報に記載がある。劣化防止剤の添加量は、調製する溶液（ドープ）の０．
０１乃至１質量％であることが好ましく、０．０１乃至０．２質量％であることがさらに
好ましい。添加量が０．０１質量％未満であると、劣化防止剤の効果がほとんど認められ
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み出し）が認められる場合がある。特に好ましい劣化防止剤は、ブチル化ヒドロキシトル
エン（ＢＨＴ）およびトリベンジルアミン（ＴＢＡ）である。
　特許文献４１：特開平３－１９９２０１号公報
　特許文献４２：特開平５－１９０７０７３号公報
　特許文献４３：特開平５－１９４７８９号公報
　特許文献４４：特開平５－２７１４７１号公報
　特許文献４５：特開平６－１０７８５４号公報
【００５６】
　作製したポリマーフィルムは、さらに延伸処理によりレタデーションを調整することが
できる。延伸倍率は、３乃至１００％であることが好ましい。延伸後のポリマーフィルム
の厚さは、２０乃至２００μｍであることが好ましく、３０乃至１００μｍであることが
さらに好ましい。延伸処理の条件を調整することにより、光学補償シートの遅相軸の角度
の標準偏差を小さくすることができる。延伸処理は、テンターを用いて実施できる。ソル
ベントキャスト法により作製したフィルムに、テンターを用いて横延伸を実施する際に、
延伸後のフィルムの状態を制御することにより、フィルム遅相軸角度の標準偏差を小さく
することができる。具体的には、テンターを用いてレタデーション値を調整する延伸処理
を行い、そして延伸直後のポリマーフィルムを最大延伸倍率から最大延伸倍率の１／２の
延伸倍率の間の延伸倍率で、フィルムのガラス転移温度近傍で保持することで、遅相軸角
度の標準偏差を小さくすることができる。この保持の際、フィルムの温度をガラス転移温
度よりも低い温度で行うと、標準偏差が大きくなってしまう。
　また、ロール間にて縦延伸を行う際に、ロール間距離を広くすることによっても、遅相
軸の標準偏差を小さくできる。
【００５７】
　ポリマーフィルムを、光学補償シートの透明支持体としての機能に加えて、偏光膜の透
明保護膜としても機能させる場合、ポリマーフィルムを表面処理することが好ましい。
【００５８】
　表面処理としては、コロナ放電処理、グロー放電処理、火炎処理、酸処理、アルカリ処
理または紫外線照射処理を実施する。酸処理またはアルカリ処理を実施することが好まし
く、アルカリ処理を実施することがさらに好ましい。ポリマーがセルロースアセテートで
ある場合、酸処理またはアルカリ処理は、セルロースアセテートに対するケン化処理とし
て実施される。
【００５９】
（第２の光学異方性層）
　光学補償シートは、光学補償機能を発現するために、上記のような延伸ポリマーフィル
ムのほか、透明支持体上に低分子あるいは高分子液晶性化合物から形成された第２の光学
異方性層を設けてもよい。
　第２の光学異方性層は、液晶組成物から形成するのが好ましく、円盤状液晶化合物の少
なくとも一種を含有する液晶組成物から形成するのが好ましい。円盤状液晶化合物として
は、下記一般式（ＤＩ）で表される化合物が好ましい。これらは、高い複屈折性を示すの
で好ましい。下記一般式（ＤＩ）表される化合物の中でも、ディスコティック液晶性を示
す化合物が好ましく、特に、ディスコティックネマチック相を示す化合物が好ましい。
【００６０】
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【化１】

【００６１】
　一般式（ＤＩ）中、Ｙ11、Ｙ12、Ｙ13は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す。
Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3は、それぞれ独立に単結合又は２価の連結基を表す。Ｈ1、Ｈ2、Ｈ3はそれ
ぞれ独立に、下記一般式（ＤＩ－Ａ）又は下記一般式（ＤＩ－Ｂ）を表す。Ｒ1、Ｒ2、Ｒ
3は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩ－Ｒ）を表す。
【００６２】
　一般式（ＤＩ）中、Ｙ11、Ｙ12及びＹ13はそれぞれ独立に、メチン又は窒素原子を表す
。Ｙ11、Ｙ12及びＹ13がそれぞれメチンの場合、メチンが有する水素原子は置換基によっ
て置換されていてもよい。メチンが有していてもよい置換基としては、例えば、アルキル
基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アシルオキ
シ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ
基、ハロゲン原子及びシアノ基を挙げることができる。これらの中では、アルキル基、ア
ルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ基、ハロゲン原子及びシアノ基がよ
り好ましく、炭素原子数（置換基が有する炭素原子数をいう、以下、ディスコティック液
晶化合物が有していてもよい置換基について同じ）１～１２のアルキル基、炭素原子数１
～１２のアルコキシ基、炭素原子数２～１２アルコキシカルボニル基、炭素原子数２～１
２アシルオキシ基、ハロゲン原子及びシアノ基がさらに好ましい。
【００６３】
　Ｙ11、Ｙ12、Ｙ13は、すべてメチンであることが好ましく、またメチンは無置換である
ことが好ましい。
【００６４】
　一般式（ＤＩ）中、Ｌ1、Ｌ2及びＬ3はそれぞれ独立に、単結合又は２価の連結基であ
る。前記２価の連結基は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＮＲ7－、－ＣＨ＝ＣＨ
－、－Ｃ≡Ｃ－、２価の環状基及びそれらの組み合わせからなる群より選ばれる２価の連
結基であることが好ましい。上記Ｒ7は炭素原子数が１～７のアルキル基又は水素原子で
あり、炭素原子数１～４のアルキル基又は水素原子であることがより好ましく、メチル基
、エチル基又は水素原子であることがさらに好ましく、水素原子であることが特に好まし
い。
【００６５】
　Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3で表される２価の環状基は、５員環、６員環又は７員環であることが好
ましく、５員環又は６員環であることがより好ましく、６員環であることがさらに好まし
い。環状基に含まれる環は、縮合環であってもよい。ただし、縮合環よりも単環であるこ
とがより好ましい。また、環状基に含まれる環は、芳香族環、脂肪族環、及び複素環のい
ずれでもよい。芳香族環の例には、ベンゼン環及びナフタレン環が含まれる。脂肪族環の
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例には、シクロヘキサン環が含まれる。複素環の例には、ピリジン環及びピリミジン環が
含まれる。環状基は、芳香族環及び複素環を含んでいるのが好ましい。
【００６６】
　前記２価の環状基のうち、ベンゼン環を有する環状基としては、１，４－フェニレン基
が好ましい。ナフタレン環を有する環状基としては、ナフタレン－１，５－ジイル基及び
ナフタレン－２，６－ジイル基が好ましい。シクロヘキサン環を有する環状基としては１
，４－シクロへキシレン基であることが好ましい。ピリジン環を有する環状基としてはピ
リジン－２，５－ジイル基が好ましい。ピリミジン環を有する環状基としては、ピリミジ
ン－２，５－ジイル基が好ましい。
【００６７】
　Ｌ1、Ｌ2又はＬ3で表される前記２価の環状基は、置換基を有していてもよい。置換基
の例には、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～１６のアルキル基、炭素
原子数２～１６のアルケニル基、炭素原子数２～１６のアルキニル基、炭素原子数１～１
６のハロゲン原子で置換されたアルキル基、炭素原子数が１～１６のアルコキシ基、炭素
原子数が２～１６のアシル基、炭素原子数が１～１６のアルキルチオ基、炭素原子数が２
～１６のアシルオキシ基、炭素原子数が２～１６のアルコキシカルボニル基、カルバモイ
ル基、炭素原子数が２～１６のアルキル基で置換されたカルバモイル基及び炭素原子数が
２～１６のアシルアミノ基が含まれる。
【００６８】
　Ｌ1、Ｌ2及びＬ3としては、単結合、＊－Ｏ－ＣＯ－、＊－ＣＯ－Ｏ－、＊－ＣＨ＝Ｃ
Ｈ－、＊－Ｃ≡Ｃ－、＊－２価の環状基－、＊－Ｏ－ＣＯ－２価の環状基－、＊－ＣＯ－
Ｏ－２価の環状基－、＊－ＣＨ＝ＣＨ－２価の環状基－、＊－Ｃ≡Ｃ－２価の環状基－、
＊－２価の環状基－Ｏ－ＣＯ－、＊－２価の環状基－ＣＯ－Ｏ－、＊－２価の環状基－Ｃ
Ｈ＝ＣＨ－又は＊－２価の環状基－Ｃ≡Ｃ－が好ましい。特に、単結合、＊－ＣＨ＝ＣＨ
－、＊－Ｃ≡Ｃ－、＊－ＣＨ＝ＣＨ－２価の環状基－又は＊－Ｃ≡Ｃ－２価の環状基－が
より好ましく、単結合がさらに好ましい。ここで、＊は一般式（ＤＩ）中のＹ11、Ｙ12及
びＹ13を含む６員環に結合する位置を表す。
【００６９】
　一般式（ＤＩ）中、Ｈ1、Ｈ2及びＨ3はそれぞれ独立に、下記一般式（ＤＩ－Ａ）もし
くは下記一般式（ＤＩ－Ｂ）を表す。
【００７０】
【化２】

【００７１】
　一般式（ＤＩ－Ａ）中、ＹＡ1及びＹＡ2はそれぞれ独立に、メチン又は窒素原子を表す
。ＹＡ1及びＹＡ2は、少なくとも一方が窒素原子であることが好ましく、双方が窒素原子
であることがより好ましい。ＸＡは酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表す。Ｘ
Ａは、酸素原子であることが好ましい。＊はＬ1～Ｌ3と結合する位置を表し、＊＊はＲ1

～Ｒ3と結合する位置を表す。
【００７２】
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【化３】

【００７３】
　一般式（ＤＩ－Ｂ）中、ＹＢ1及びＹＢ2は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す
。ＹＢ1及びＹＢ2は、少なくとも一方が窒素原子であることが好ましく、双方が窒素原子
であることがより好ましい。ＸＢは酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表す。Ｘ
Ｂは、酸素原子であることが好ましい。＊はＬ1～Ｌ3と結合する位置を表し、＊＊はＲ1

～Ｒ3と結合する位置を表す。
【００７４】
　Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩ－Ｒ）を表す。
　一般式（ＤＩ－Ｒ）
　　　＊－（－Ｌ21－Ｆ1）n1－Ｌ22－Ｌ23－Ｑ1

【００７５】
　一般式（ＤＩ－Ｒ）中、＊は一般式（ＤＩ）中のＨ1、Ｈ2又はＨ3に結合する位置を表
す。Ｆ1は少なくとも１種類の環状構造を有する２価の連結基を表す。Ｌ21は単結合又は
２価の連結基を表す。Ｌ21が２価の連結基の場合、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－
ＮＲ7－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－Ｃ≡Ｃ－、及びそれらの組み合わせからなる群より選ばれ
る２価の連結基であることが好ましい。上記Ｒ7は炭素原子数が１～７のアルキル基又は
水素原子であり、炭素原子数１～４のアルキル基又は水素原子であることがより好ましく
、メチル基、エチル基又は水素原子であることがさらに好ましく、水素原子であることが
特に好ましい。
【００７６】
　Ｌ21は単結合、＊＊－Ｏ－ＣＯ－、＊＊－ＣＯ－Ｏ－、＊＊－ＣＨ＝ＣＨ－又は＊＊－
Ｃ≡Ｃ－（ここで、＊＊は一般式（ＤＩ－Ｒ）中のＬ21の左側を表す）が好ましい。特に
、単結合が好ましい。
【００７７】
　一般式（ＤＩ－Ｒ）中のＦ1は少なくとも１種類の環状構造を有する２価の環状連結基
を表す。環状構造は、５員環、６員環又は７員環であることが好ましく、５員環又は６員
環であることがより好ましく、６員環であることがさらに好ましい。環状構造は、縮合環
であってもよい。ただし、縮合環よりも単環であることがより好ましい。また、環状基に
含まれる環は、芳香族環、脂肪族環、及び複素環のいずれでもよい。芳香族環の例には、
ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、フェナントレン環が含まれる。脂肪族環の
例には、シクロヘキサン環が含まれる。複素環の例には、ピリジン環及びピリミジン環が
含まれる。
【００７８】
　Ｆ1のうち、ベンゼン環を有するものとしては、１，４－フェニレン基、１，３－フェ
ニレン基が好ましい。ナフタレン環を有するものとしては、ナフタレン－１，４－ジイル
基、ナフタレン－１，５－ジイル基、ナフタレン－１，６－ジイル基、ナフタレン－２，
５－ジイル基、ナフタレン－２，６－ジイルナフタレン－２，７－ジイル基が好ましい。
シクロヘキサン環を有するものとしては１，４－シクロへキシレン基であることが好まし
い。ピリジン環を有するものとしてはピリジン－２，５－ジイル基が好ましい。ピリミジ
ン環を有するものとしては、ピリミジン－２，５－ジイル基が好ましい。Ｆ1は、特に、
１，４－フェニレン基、１，３－フェニレンナフタレン－２，６－ジイル基及び１，４－
シクロへキシレン基が好ましい。
【００７９】
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　Ｆ1は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原子（フッ素原子、塩
素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～１６のアルキル
基、炭素原子数１～１６のアルケニル基、炭素原子数２～１６のアルキニル基、炭素原子
数１～１６のハロゲン原子で置換されたアルキル基、炭素原子数１～１６のアルコキシ基
、炭素原子数２～１６のアシル基、炭素原子数１～１６のアルキルチオ基、炭素原子数２
～１６のアシルオキシ基、炭素原子数２～１６のアルコキシカルボニル基、カルバモイル
基、炭素原子数２～１６のアルキル基で置換されたカルバモイル基及び炭素原子数２～１
６のアシルアミノ基が含まれる。該置換基は、ハロゲン原子、シアノ基、炭素原子数１～
６のアルキル基、炭素原子数１～６のハロゲン原子で置換されたアルキル基が好ましく、
ハロゲン原子、炭素原子数１～４のアルキル基、炭素原子数１～４のハロゲン原子で置換
されたアルキル基がより好ましく、特に、ハロゲン原子、炭素原子数１～３のアルキル基
、トリフルオロメチル基が好ましい。
【００８０】
　ｎ１は０～４整数を表す。ｎ１としては、１～３の整数が好ましく、１又は２が好まし
い。なお、ｎ１が０の場合は、式（ＤＩ－Ｒ）中のＬ22が直接、前記一般式（Ｄ１）中の
Ｈ1～Ｈ3と結合する。ｎ１が２以上の場合、それぞれの－Ｌ21－Ｆ1は同一でも異なって
いてもよい。
【００８１】
　Ｌ22は、－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－Ｓ－、－ＮＨ－
、－ＳＯ2－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－又は－Ｃ≡Ｃ－を表す。好ましくは、－Ｏ－、
－Ｏ－ＣＯ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－又は－Ｃ
≡Ｃ－であり、より好ましくは、－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ
－又は－ＣＨ2－である。
　ここで、上記のうち水素原子を含む基であるときは、該水素原子は置換基で置き換わっ
てもよい。他の置換基の例には、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～６
のアルキル基、炭素原子数１～６のハロゲン原子で置換されたアルキル基、炭素原子数１
～６のアルコキシ基、炭素原子数２～６のアシル基、炭素原子数１～６のアルキルチオ基
、炭素原子数２～６のアシルオキシ基、炭素原子数２～６のアルコキシカルボニル基、カ
ルバモイル基、炭素原子数２～６のアルキル基で置換されたカルバモイル基及び炭素原子
数２～６のアシルアミノ基が含まれる。特に、ハロゲン原子、炭素原子数１～６のアルキ
ル基が好ましい。
【００８２】
　Ｌ23は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＳＯ2－、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ
＝ＣＨ－及び－Ｃ≡Ｃ－並びにこれらの２個以上を連結して形成される基から選択される
２価の連結基である。ここで、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－の水素原子は、他
の置換基に置き換えられていてもよい。他の置換基の例には、ハロゲン原子、シアノ基、
ニトロ基、炭素原子数１～６のアルキル基、炭素原子数１～６のハロゲン原子で置換され
たアルキル基、炭素原子数１～６のアルコキシ基、炭素原子数２～６のアシル基、炭素原
子数１～６のアルキルチオ基、炭素原子数２～６のアシルオキシ基、炭素原子数２～６の
アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数２～６のアルキル基で置換された
カルバモイル基及び炭素原子数２～６のアシルアミノ基が含まれる。特に、ハロゲン原子
、炭素原子数１～６のアルキル基が好ましい。これらの置換基に置き換えられることによ
り、前記一般式（ＤＩ）で表される化合物の溶媒に対する溶解性を向上させることができ
、容易に、塗布液として本発明の組成物を調製することができる。
【００８３】
　Ｌ23は、－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－及び－Ｃ≡Ｃ－並びに
これらの組み合わせからなる群から選ばれる連結基であることが好ましい。Ｌ23は、炭素
原子を１～２０個含有することが好ましく、炭素原子を２～１４個を含有することがより
好ましい。さらに、Ｌ23は－ＣＨ2－を１～１６個含有することが好ましく、－ＣＨ2－を
２～１２個含有することがより好ましい。
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【００８４】
　Ｑ1は重合性基又は水素原子である。一般式（ＤＩ）で表される化合物を、光学補償フ
ィルムのような位相差の大きさが熱により変化しないことを必要とする光学フィルム等の
作製に用いる場合には、Ｑ1は重合性基であることが好ましい。重合反応は、付加重合（
開環重合を含む）又は縮合重合であることが好ましい。言い換えると、重合性基は、付加
重合反応又は縮合重合反応が可能な官能基であることが好ましい。以下に重合性基の例を
示す。
【００８５】
【化４】

【００８６】
【化５】

【００８７】
　さらに、重合性基は付加重合反応が可能な官能基であることが特に好ましい。そのよう
な重合性基としては、重合性エチレン性不飽和基又は開環重合性基が好ましい。
【００８８】
　重合性エチレン性不飽和基の例としては、下記の式（Ｍ－１）～（Ｍ－６）が挙げられ
る。
【００８９】
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【化６】

【００９０】
　式（Ｍ－３）、式（Ｍ－４）中、Ｒは水素原子又はアルキル基を表す。Ｒとしては、水
素原子又はメチル基が好ましい。上記（Ｍ－１）～（Ｍ－６）の中でも、（Ｍ－１）又は
（Ｍ－２）が好ましく、（Ｍ－１）がより好ましい。
【００９１】
　開環重合性基として好ましいのは、環状エーテル基であり、中でもエポキシ基又はオキ
セタニル基がより好ましく、エポキシ基が最も好ましい。
【００９２】
　また、本発明では、ディスコティック液晶化合物として下記一般式（ＤＩＩ）で表され
る化合物又は下記一般式（ＤＩＩＩ）で表される化合物を用いることも好ましい。
【００９３】

【化７】

【００９４】
（一般式（ＤＩＩ）中、Ｙ31、Ｙ32、Ｙ33はそれぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す。
Ｒ31、Ｒ32、Ｒ33はそれぞれ独立に下記一般式（ＤＩＩ－Ｒ）で表される。）
【００９５】
　一般式（ＤＩＩ）中、Ｙ31、Ｙ32、Ｙ33はそれぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す。
Ｙ31、Ｙ32及びＹ33は各々、一般式（ＤＩ）中のＹ11、Ｙ12及びＹ13の定義とそれぞれ同
一であり、好ましい範囲も同義である。
【００９６】
　Ｒ31、Ｒ32、Ｒ33はそれぞれ独立に一般式（ＤＩＩ－Ｒ）で表される。
【００９７】



(20) JP 2010-39087 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

【化８】

【００９８】
　一般式（ＤＩＩ－Ｒ）中、Ａ31、Ａ32は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を表す。
Ａ31及びＡ32としては、少なくとも一方が窒素原子であることが好ましく、双方が窒素原
子であることがより好ましい。
　Ｘ3は酸素原子、硫黄原子、メチレン、又はイミノを表す。Ｘ3としては、酸素原子であ
ることが好ましい。
【００９９】
　一般式（ＤＩＩ－Ｒ）中、Ｆ2は６員環状構造を有する２価の環状連結基を表す。Ｆ2に
含まれる６員環は、縮合環であってもよい。ただし、縮合環よりも単環であることがより
好ましい。Ｆ2に含まれる６員環は、芳香族環、脂肪族環及び複素環のいずれでもよい。
　芳香族環の例には、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環及びフェナントレン環
が含まれる。脂肪族環の例には、シクロヘキサン環が含まれる。複素環の例には、ピリジ
ン環及びピリミジン環が含まれる。
【０１００】
　２価の環状基のうち、ベンゼン環を有する環状基としては、１，４－フェニレン基及び
１，３－フェニレン基が好ましい。ナフタレン環を有する環状基としては、ナフタレン－
１，４－ジイル基、ナフタレン－１，５－ジイル基、ナフタレン－１，６－ジイル基、ナ
フタレン－２，５－ジイル基、ナフタレン－２，６－ジイル基及びナフタレン－２，７－
ジイル基が好ましい。シクロヘキサン環を有する環状基としては１，４－シクロへキシレ
ン基であることが好ましい。ピリジン環を有する環状基としてはピリジン－２，５－ジイ
ル基が好ましい。ピリミジン環を有する環状基としては、ピリミジン－２，５－ジイル基
が好ましい。２価の環状基としては、特に、１，４－フェニレン基、１，３－フェニレン
基、ナフタレン－２，６－ジイル基及び１，４－シクロへキシレン基が好ましい。
【０１０１】
　Ｆ2は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原子（フッ素原子、塩
素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～１６のアルキル
基、炭素原子数２～１６のアルケニル基、炭素原子数２～１６のアルキニル基、炭素原子
数１～１６のハロゲン原子で置換されたアルキル基、炭素原子数１～１６のアルコキシ基
、炭素原子数２～１６のアシル基、炭素原子数１～１６のアルキルチオ基、炭素原子数２
～１６のアシルオキシ基、炭素原子数２～１６のアルコキシカルボニル基、カルバモイル
基、炭素原子数２～１６のアルキル基で置換されたカルバモイル基及び炭素原子数２～１
６のアシルアミノ基が含まれる。２価の環状基の置換基としては、ハロゲン原子、シアノ
基、炭素原子数１～６のアルキル基、炭素原子数１～６のハロゲン原子で置換されたアル
キル基が好ましく、さらに、ハロゲン原子、炭素原子数１～４のアルキル基、炭素原子数
１～４のハロゲン原子で置換されたアルキル基が好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数１
～３のアルキル基、トリフルオロメチル基がより好ましい。
【０１０２】
　ｎ３は、１～３整数を表す。ｎ３としては、１又は２が好ましい。ｎ３が２以上の場合
、それぞれのＦ2は同一でも異なっていてもよい。
【０１０３】
　Ｌ31は－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－Ｓ－、－ＮＨ－、
－ＳＯ2－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－Ｃ≡Ｃ－、を表し、上述の基が水素原子を含
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一般式（ＤＩ－Ｒ）中のＬ22と同一である。
【０１０４】
　Ｌ32は－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＳＯ2－、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝
ＣＨ－、－Ｃ≡Ｃ－ならびにこれらの２個以上を連結して形成される基から選択される２
価の連結基を表し、上述の基が水素原子を含む基であるときは、該水素原子は置換基で置
き換わってもよい。Ｌ32の好ましい範囲は、一般式（ＤＩ－Ｒ）中のＬ23と同一である。
【０１０５】
　Ｑ3は重合性基又は水素原子を表し、好ましい範囲は、一般式（ＤＩ－Ｒ）中のＱ1と同
一である。
【０１０６】
　次に、一般式（ＤＩＩＩ）で表される化合物の詳細を記す。
【０１０７】
【化９】

【０１０８】
　一般式（ＤＩＩＩ）中、Ｙ41、Ｙ42及びＹ43は、それぞれ独立にメチン又は窒素原子を
表し、Ｙ41、Ｙ42及びＹ43がそれぞれメチンの場合、メチンが有する水素原子は、置換基
によって置換されていてもよい。メチンが有していてもよい置換基としては、アルキル基
、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ
基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基
、ハロゲン原子及びシアノ基を好ましい例として挙げることができる。これらの置換基の
中では、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ基、ハロゲ
ン原子及びシアノ基がさらに好ましく、炭素原子数１～１２のアルキル基、炭素原子数１
～１２のアルコキシ基、炭素原子数２～１２のアルコキシカルボニル基、炭素原子数２～
１２のアシルオキシ基、ハロゲン原子及びシアノ基が特に好ましい。
　Ｙ41、Ｙ42及びＹ43は、いずれもメチンであることがより好ましく、メチンは無置換で
あることがより好ましい。
【０１０９】
　Ｒ41、Ｒ42及びＲ43は、それぞれ独立に下記一般式（ＤＩＩＩ－Ａ）、又は下記一般式
（ＤＩＩＩ－Ｂ）、又は下記一般式（ＤＩＩＩ－Ｃ）を表す。
　波長分散性の小さい位相差板等を作製する場合は、Ｒ41、Ｒ42及びＲ43は、それぞれ、
一般式（ＤＩＩＩ－Ａ）又は一般式（ＤＩＩＩ－Ｃ）で表されるものが好ましく、一般式
（ＤＩＩＩ－Ａ）で表されるものがより好ましい。
【０１１０】
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【化１０】

【０１１１】
　一般式（ＤＩＩＩ－Ａ）中、Ａ41、Ａ42、Ａ43、Ａ44、Ａ45、Ａ46は、それぞれ独立に
メチン又は窒素原子を表す。Ａ41及びＡ42は、少なくとも一方が窒素原子であることが好
ましく、双方が窒素原子であることがより好ましい。Ａ43、Ａ44、Ａ45及びＡ46は、少な
くとも３つがメチンであることが好ましく、全てメチンであることがより好ましい。Ａ43

、Ａ44、Ａ45及びＡ46がそれぞれメチンの場合、メチンが有する水素原子は置換基によっ
て置換されていてもよい。メチンが有する置換基の例には、ハロゲン原子（フッ素原子、
塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～１６のアルキ
ル基、炭素原子数２～１６のアルケニル基、炭素原子数２～１６のアルキニル基、炭素原
子数１～１６のハロゲン原子で置換されたアルキル基、炭素原子数１～１６のアルコキシ
基、炭素原子数２～１６のアシル基、炭素原子数１～１６のアルキルチオ基、炭素原子数
２～１６のアシルオキシ基、炭素原子数２～１６のアルコキシカルボニル基、カルバモイ
ル基、炭素原子数２～１６のアルキル基で置換されたカルバモイル基及び炭素原子数２～
１６のアシルアミノ基が含まれる。これらの中でも、ハロゲン原子、シアノ基、炭素原子
数１～６のアルキル基、炭素原子数１～６のハロゲンで置換されたアルキル基が好ましく
、ハロゲン原子、炭素原子数１～４のアルキル基、炭素原子数１～４のハロゲンで置換さ
れたアルキル基がより好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数１～３のアルキル基、トリフ
ルオロメチル基がさらに好ましい。
　Ｘ41は、酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表し、酸素原子が好ましい。
【０１１２】

【化１１】

【０１１３】
　一般式（ＤＩＩＩ－Ｂ）中、Ａ51、Ａ52、Ａ53、Ａ54、Ａ55及びＡ56はそれぞれ独立に
、メチン又は窒素原子を表す。Ａ51及びＡ52は、少なくとも一方が窒素原子であることが
好ましく、双方が窒素原子であることがより好ましい。Ａ53、Ａ54、Ａ55及びＡ56は、少
なくとも３つがメチンであることが好ましく、全てメチンであることがより好ましい。Ａ
53、Ａ54、Ａ55及びＡ56がそれぞれメチンの場合、メチンが有する水素原子は置換基によ
って置換されていてもよい。メチンが有していてもよい置換基としては、ハロゲン原子（
フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～
１６のアルキル基、炭素原子数２～１６のアルケニル基、炭素原子数２～１６のアルキニ
ル基、炭素原子数１～１６のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数１～１６のア
ルコキシ基、炭素原子数２～１６のアシル基、炭素原子数１～１６のアルキルチオ基、炭
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素原子数２～１６のアシルオキシ基、炭素原子数２～１６のアルコキシカルボニル基、カ
ルバモイル基、炭素原子数２～１６のアルキル基で置換されたカルバモイル基及び炭素原
子数２～１６のアシルアミノ基が含まれる。これらの中でも、ハロゲン原子、シアノ基、
炭素原子数１～６のアルキル基、炭素原子数１～６のハロゲン原子で置換されたアルキル
基が好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数１～４のアルキル基、炭素原子数１～４のハロ
ゲン原子で置換されたアルキル基がより好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数１～３のア
ルキル基、トリフルオロメチル基がさらに好ましい。
　Ｘ52は、酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表し、酸素原子が好ましい。
【０１１４】
【化１２】

【０１１５】
　一般式（ＤＩＩＩ－Ｃ）中、Ａ61、Ａ62、Ａ63、Ａ64、Ａ65及びＡ66はそれぞれ独立に
、メチン又は窒素原子を表す。Ａ61及びＡ62は、少なくとも一方が窒素原子であることが
好ましく、双方が窒素原子であることがより好ましい。Ａ63、Ａ64、Ａ65及びＡ66は、少
なくとも３つがメチンであることが好ましく、全てメチンであることがより好ましい。Ａ
63、Ａ64、Ａ65及びＡ36がそれぞれメチンの場合、該メチンが有する水素原子は置換基に
よって置換されていてもよい。メチンが有していてもよい置換基の例には、ハロゲン原子
（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１
～１６のアルキル基、炭素原子数２～１６のアルケニル基、炭素原子数２～１６のアルキ
ニル基、炭素原子数１～１６のハロゲンで置換されたアルキル基、炭素原子数１～１６の
アルコキシ基、炭素原子数２～１６のアシル基、炭素原子数１～１６のアルキルチオ基、
炭素原子数２～１６のアシルオキシ基、炭素原子数２～１６のアルコキシカルボニル基、
カルバモイル基、炭素原子数２～１６のアルキル基で置換されたカルバモイル基及び炭素
原子数２～１６のアシルアミノ基が含まれる。これらの中でも、ハロゲン原子、シアノ基
、炭素原子数１～６のアルキル基、炭素原子数１～６のハロゲンで置換されたアルキル基
が好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数１～４のアルキル基、炭素原子数１～４のハロゲ
ンで置換されたアルキル基がより好ましく、ハロゲン原子、炭素原子数が１～３のアルキ
ル基、トリフルオロメチル基がさらに好ましい。
　Ｘ63は、酸素原子、硫黄原子、メチレン又はイミノを表し、酸素原子が好ましい。
【０１１６】
　一般式（ＤＩＩＩ－Ａ）中のＬ41、一般式（ＤＩＩＩ－Ｂ）中のＬ51、一般式（ＤＩＩ
Ｉ－Ｃ）中のＬ61はそれぞれ独立して、－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－Ｃ
Ｏ－Ｏ－、－Ｓ－、－ＮＨ－、－ＳＯ2－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－又は－Ｃ≡Ｃ－を
表す。好ましくは、－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＨ2

－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－Ｃ≡Ｃ－であり、より好ましくは、－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－、－Ｃ
Ｏ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－又は－ＣＨ2－である。上述の基が水素原子を含む基である
ときは、該水素原子は置換基で置き換わってもよい。
　このような置換基として、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～６のア
ルキル基、炭素原子数１～６のハロゲン原子で置換されたアルキル基、炭素原子数１～６
のアルコキシ基、炭素原子数２～６のアシル基、炭素原子数１～６のアルキルチオ基、炭
素原子数２～６のアシルオキシ基、炭素原子数２～６のアルコキシカルボニル基、カルバ
モイル基、炭素原子数２～６のアルキルで置換されたカルバモイル基及び炭素原子数２～
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ルキル基がより好ましい。
【０１１７】
　一般式（ＤＩＩＩ－Ａ）中のＬ42、一般式（ＤＩＩＩ－Ｂ）中のＬ52、一般式（ＤＩＩ
Ｉ－Ｃ）中のＬ62はそれぞれ独立して、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＳＯ2－、
－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－及び－Ｃ≡Ｃ－ならびにこれらの２個以上を連結
して形成される基から選択される２価の連結基を表す。ここで、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、
－ＣＨ＝ＣＨ－の水素原子は、置換基で置換されていてもよい。このような置換基として
、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、炭素原子数１～６のアルキル基、炭素原子数１～
６のハロゲン原子で置換されたアルキル基、炭素原子数１～６のアルコキシ基、炭素原子
数２～６のアシル基、炭素原子数１～６のアルキルチオ基、炭素原子数２～６のアシルオ
キシ基、炭素原子数２～６のアルコキシカルボニル基、カルバモイル基、炭素原子数２～
６のアルキルで置換されたカルバモイル基及び炭素原子数２～６のアシルアミノ基が好ま
しい例として挙げられ、ハロゲン原子、炭素原子数１～６のアルキル基がより好ましい。
【０１１８】
Ｌ42、Ｌ52及びＬ62はそれぞれ独立して、－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＣＨ2－、－ＣＨ
＝ＣＨ－及び－Ｃ≡Ｃ－ならびにこれらの２個以上を連結して形成される基から選択され
る２価の連結基であることが好ましい。Ｌ42、Ｌ52、Ｌ62はそれぞれ独立して、炭素原子
を１～２０個含有することが好ましく、炭素原子を２～１４個含有することがより好まし
い。さらに、Ｌ42、Ｌ52、Ｌ62はそれぞれ独立して、－ＣＨ2－を１～１６個含有するこ
とが好ましく、－ＣＨ2－を２～１２個含有することがさらに好ましい。
【０１１９】
一般式（ＤＩＩＩ－Ａ）中のＱ4、一般式（ＤＩＩＩ－Ｂ）中のＱ5及び一般式（ＤＩＩＩ
－Ｃ）中のＱ6は、それぞれ独立して、重合性基又は水素原子を表す。これらの好ましい
範囲は、一般式（ＤＩ－Ｒ）中のＱ1と同一である。
【０１２０】
　以下に、一般式（ＤＩ）、一般式（ＤＩＩ）及び一般式（ＤＩＩＩ）で表される化合物
の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【０１２１】
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【０１２２】
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【化１４】

【０１２３】
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【化１５】

【０１２４】
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【化１６】

【０１２５】
　以下一般式（ＤＩＩＩ）で表される化合物を示す。
【０１２６】
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【化１７】

【０１２７】
　上記一般式（ＤＩ）、一般式（ＤＩＩ）及び一般式（ＤＩＩＩ）で表される化合物の合
成は、既知の方法を適用して合成することができる。
【０１２８】
　本発明では、円盤状液晶化合物として、上記一般式（ＤＩ）、一般式（ＤＩＩ）及び一
般式（ＤＩＩＩ）で表される化合物の１種のみを使用してよいし、２種以上を使用しても
よい。
【０１２９】
　また、前記円盤状液晶化合物の好ましい例には、特開２００５－３０１２０６号公報に
記載の化合物も含まれる。
【０１３０】
　前記第２の光学異方性層は、液晶化合物を少なくとも一種含有する組成物を、表面（例
えば、配向膜表面）に配置し、液晶化合物の分子を所望の配向状態とし、重合により硬化
させ、その配向状態を固定して形成するのが好ましい。固定する配向状態は、ハイブリッ
ド配向状態であるのが好ましい。ハイブリッド配向とは、層の厚み方向で液晶分子のダイ
レクタの方向が連続的に変化する配向状態をいう。棒状分子の場合は、ダイレクタは長軸
方向、円盤状分子の場合にはダイレクタは円盤面の任意の径となる。
【０１３１】
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　液晶性化合物の分子を所望の配向状態とするため、及び組成物の塗布性もしくは硬化性
の良化のために、前記組成物は一種以上の添加剤を含んでいてもよい。
　液晶化合物（特に棒状液晶化合物）の分子をハイブリッド配向させるために、層の空気
界面側の配向を制御し得る添加剤（以下、「空気界面配向制御剤」という）を添加しても
よい。該添加剤として、フッ化アルキル基及びスルホニル基等の親水性基を有する低分子
量もしくは高分子量の化合物が挙げられる。使用可能な空気界面配向制御剤の具体例には
、特開２００６－２６７１７１号公報等に記載の化合物が含まれる。
【０１３２】
　また、前記組成物を塗布液として調製し、塗布により前記第２の光学異方性層を形成す
る場合は、塗布性の良化のために界面活性剤を添加してもよい。界面活性剤としては、フ
ッ素系化合物が好ましく、具体的には、例えば特開２００１－３３０７２５号公報明細書
中の段落番号［００２８］～［００５６］記載の化合物が挙げられる。また市販の「メガ
ファックＦ７８０」（大日本インキ製）などを用いてもよい。
【０１３３】
　また、前記組成物は、重合開始剤を含有しているのが好ましい。前記重合開始剤は、熱
重合開始剤であっても光重合開始剤であってもよいが、制御が容易である等の観点から、
光重合開始剤が好ましい。光の作用によりラジカルを発生させる光重合開始剤の例として
は、α－カルボニル化合物（米国特許第２３６７６６１号、同２３６７６７０号の各明細
書記載）、アシロインエーテル（米国特許第２４４８８２８号明細書記載）、α－炭化水
素置換芳香族アシロイン化合物（米国特許第２７２２５１２号明細書記載）、多核キノン
化合物（米国特許第３０４６１２７号、同２９５１７５８号の各明細書記載）、トリアリ
ールイミダゾールダイマーとｐ－アミノフェニルケトンとの組み合わせ（米国特許第３５
４９３６７号明細書記載）、アクリジン及びフェナジン化合物（特開昭６０－１０５６６
７号公報、米国特許第４２３９８５０号明細書記載）及びオキサジアゾール化合物（米国
特許第４２１２９７０号明細書記載）、アセトフェノン系化合物、ベンゾインエーテル系
化合物、ベンジル系化合物、ベンゾフェノン系化合物、チオキサントン系化合物等が好ま
しい。アセトフェノン系化合物としては、例えば、２，２－ジエトキシアセトフェノン、
２－ヒドロキシメチル－１－フェニルプロパン－１－オン、４'－イソプロピル－２－ヒ
ドロキシ－２－メチル－プロピオフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオフェ
ノン、ｐ－ジメチルアミノアセトン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルジクロロアセトフェノン、ｐ
－ｔｅｒｔ－ブチルトリクロロアセトフェノン、ｐ－アジドベンザルアセトフェノン等が
挙げられる。ベンジル系化合物としては、例えば、ベンジル、ベンジルジメチルケタール
、ベンジル－β－メトキシエチルアセタール、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケ
トン等が挙げられる。ベンゾインエーテル系化合物としては、例えば、ベンゾイン、ベン
ゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾイン－ｎ－プロピルエーテル
、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾイン－ｎ－ブチルエーテル、ベンゾインイソ
ブチルエーテル等が挙げられる。ベンゾフェノン系化合物としては、例えば、ベンゾフェ
ノン、ｏ－ベンゾイル安息香酸メチル、ミヒラーズケトン、４，４'－ビスジエチルアミ
ノベンゾフェノン、４，４'－ジクロロベンゾフェノン等が挙げられる。チオキサントン
系化合物としては、例えば、チオキサントン、２－メチルチオキサントン、２－エチルチ
オキサントン、２－イソプロピルチオキサントン、４－イソプロピルチオキサントン、２
－クロロチオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン等が挙げられる。このような
芳香族ケトン類からなる感光性ラジカル重合開始剤の中でも、アセトフェノン系化合物及
びベンジル系化合物が、硬化特性、保存安定性、臭気等の面で特に好ましい。これらの芳
香族ケトン類からなる感光性ラジカル重合開始剤は、１種又は２種以上のものを所望の性
能に応じて配合して使用することができる。
　また、感度を高める目的で重合開始剤に加えて、増感剤を用いてもよい。増感剤の例に
は、ｎ－ブチルアミン、トリエチルアミン、トリ－ｎ－ブチルホスフィン、及びチオキサ
ントン等が含まれる。
【０１３４】
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　光重合開始剤は複数種を組み合わせてもよく、使用量は、塗布液の固形分の０．０１～
２０質量％であることが好ましく、０．５～５質量％であることがより好ましい。液晶化
合物の重合のための光照射は紫外線を用いることが好ましい。
【０１３５】
　前記組成物は、重合性液晶化合物とは別に、非液晶性の重合性モノマーを含有していて
もよい。重合性モノマーとしては、ビニル基、ビニルオキシ基、アクリロイル基又はメタ
クリロイル基を有する化合物が好ましい。なお、重合性の反応性官能基数が２以上の多官
能モノマー、例えば、エチレンオキサイド変性トリメチロールプロパンアクリレートを用
いると、耐久性が改善されるので好ましい。
　前記非液晶性の重合性モノマーは、非液晶性成分であるので、その添加量が、液晶化合
物に対して１５質量％を超えることはなく、０～１０質量％程度であるのが好ましい。
【０１３６】
　前記第２の光学異方性層は、前記組成物を塗布液として調製し、該塗布液を、例えば、
支持体上に形成された配向膜の表面に塗布し、乾燥して溶媒を除去するとともに、液晶化
合物の分子を配向させ、その後、重合により硬化させて、形成することができる。
　塗布方法としてはカーテンコーティング法、ディップコーティング法、スピンコーティ
ング法、印刷コーティング法、スプレーコーティング法、スロットコーティング法、ロー
ルコーティング法、スライドコーテティング法、ブレードコーティング法、グラビアコー
ティング法、ワイヤーバー法等の公知の塗布方法が挙げられる。
　塗膜を乾燥する際には、加熱してもよい。塗膜を乾燥して溶媒を除去すると同時に、塗
膜中の液晶化合物の分子を配向させて、所望の配向状態を得る。
【０１３７】
　次に、紫外線照射等によって重合を進行させて、配向状態を固定化し、第２の光学異方
性層を形成する。重合のための光照射は、紫外線を用いることが好ましい。照射エネルギ
ーは、２０ｍＪ／ｃｍ2～５０Ｊ／ｃｍ2であることが好ましく、１００ｍＪ／ｃｍ2～８
００ｍＪ／ｃｍ2であることがさらに好ましい。光重合反応を促進するため、加熱条件下
で光照射を実施してもよい。
【０１３８】
　第２の光学異方性層の厚さについては特に制限されないが、０．１～１０μｍであるの
が好ましく、０．５～５μｍであるのがより好ましい。
【０１３９】
　前記第２の光学異方性層は、配向膜を利用して形成するのが好ましい。利用可能な配向
膜の例としては、ポリビニルアルコール膜やポリイミド膜等が挙げられる。
【０１４０】
［黒表示の色味］
　正面の色味は偏光膜に依存するが、特に斜め方向からの色味は光学補償シートの光学異
方性層の波長分散と、セルに用いられる液晶の波長分散によって変化する。
【０１４１】
（光学補償シートの波長分散）
　本発明における光学補償シートは、Ｒｅ（６３０）がＲｅ（４５０）より大きいことが
好ましい。とくに、第１の光学異方性層が、光学的に正の一軸性又は二軸性を有するとと
もに、波長６３０ｎｍの面内レタデーションＲｅ（６３０）が、波長４５０ｎｍの面内レ
タデーションＲｅ（４５０）より大きいことが好ましい。第１の光学異方性層は、可視光
全域の光に対して、いわゆる逆波長分散依存性を示しているのがより好ましい。ここで、
Ｒｅが可視光域において逆波長分散依存性であるとは、入射光（可視光）が長波長である
ほど、大きいＲｅを示すことを意味する。具体的には、前記第１の光学異方性層は、下記
式（Ａ）を満足しているのが好ましく、下記式（Ａ）’を満足しているのがより好ましい
。
（Ａ）　５ｎｍ　≦　ΔＲｅ（６３０－４５０）≦　４５ｎｍ
（Ａ）’ ５ｎｍ　≦ΔＲｅ（６３０－４５０）≦　３５ｎｍ



(32) JP 2010-39087 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

　なお、ΔＲｅ（λ1－λ2）は、Ｒｅ（λ1）とＲｅ（λ2）の差である。
【０１４２】
　本発明にかかる光学補償シートの一例では、前記第１の光学異方性層が、上記条件を満
足するポリマーフィルムからなり、前記第２の光学異方性層が、ハイブリッド配向状態に
固定したディスコティック液晶化合物を含有する光学異方性層からなる。本態様では、前
記第１の光学異方性層であるポリマーフィルムは、下記式（Ｂ）及び（Ｃ）を満足するこ
とが好ましい。
（Ｂ）　５０ｎｍ　≦Ｒｅ（５５０）　≦１４０ｎｍ
（Ｃ）　０．５≦Ｒｔｈ（５５０）／Ｒｅ（５５０）≦６．０
　さらに、下記式（Ｂ）’及び（Ｃ）’を満足することがより好ましく、
（Ｂ）’　５０ｎｍ　≦Ｒｅ（５５０）　≦１２０ｎｍ
（Ｃ）’　０．５≦Ｒｔｈ（５５０）／Ｒｅ（５５０）≦５．０
　下記式（Ｂ）”及び（Ｃ）”を満足することがさらに好ましい。
（Ｂ）”　５０ｎｍ　≦Ｒｅ（５５０）　≦１００ｎｍ
（Ｃ）”　０．５≦Ｒｔｈ（５５０）／Ｒｅ（５５０）≦５．０
【０１４３】
　さらに、本発明における光学補償シートの第１の光学異方性層であるポリマーフィルム
は、下記式（Ｄ）を満足することが好ましく、下記式（Ｄ）’を満足することがより好ま
しい。
（Ｄ）　ΔＲｔｈ（６３０－４５０）≦　３０ｎｍ
（Ｄ）’ ΔＲｔｈ（６３０－４５０）≦　５ｎｍ
　なお、ΔＲｔｈ（λ1－λ2）は、Ｒｔｈ（λ1）とＲｔｈ（λ2）の差である。
【０１４４】
　本発明では、第１の光学異方性層として上記性質を有する光学異方性層を利用すること
により、液晶表示装置に対する光学補償能を改善し、従来と比較してより広い視野角にお
いて、黒輝度の低下による高コントラストを実現している。
【０１４５】
　ただし、前記光学補償シートにおいて、上記の波長分散性を有することは、同時に黒表
示時の青味変化、および白表示時の黄色味変化を生じてしまう。これらの色味変化を補正
するため、本発明では下記の光散乱シートを用いる。
【０１４６】
（光散乱シート）
　表示側偏光フィルムの最表面側（視認側）には、光散乱シートが配置される。光散乱シ
ートの最表面に、防汚性及び耐擦傷性を有する反射防止層を設けることもできる。反射防
止層は、従来公知のいずれのものも用いることができる。
【０１４７】
　本発明の光散乱シートは、透明支持体上に光散乱層を有する光散乱シートであることが
好ましい。光散乱層は、光を散乱する機能を有していればよく、他の機能を有していても
よいが、内部散乱性及び／又は表面散乱性（防眩性）を有し、好ましくはハードコート性
を兼ね備える形態がよい。また、本発明にかかる光散乱シートは、光散乱層のほかに光学
干渉の原理を用いて反射率を低減する反射防止層を有する反射防止シートであることが好
ましい。尚、以下の説明において、特に断りのない限りは、光散乱シートは上記構成の反
射防止シートも含めて意味する。
【０１４８】
　光散乱層は、透光性樹脂と透光性樹脂中に分散された散乱体とを有することが好ましく
、製造上の観点から、散乱体は透光性粒子であることが好ましい。以下の項においては特
に散乱体のうち透光性粒子についてのみ記載したが、記載に限定されるものではない。
【０１４９】
　光散乱シートにより画像表示装置の表示品位を上げる（視野角を改善する）ため、適度
に入射した光を適度に散乱させることが必要である。散乱効果が大きければ大きいほど、
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視角特性は向上する。一方、表示品位の点で正面の明るさを維持するためには、できる限
り透過率を高めることが必要である。
【０１５０】
（光散乱シートの散乱特性）
　上記適度な散乱性は、ヘイズ値および散乱プロファイルによって規定できる。ヘイズ値
が低すぎると満足な視角改良効果が得られず、一方でヘイズ値が高すぎると正面の明るさ
が低下する。したがって、光散乱フィルムのヘイズ値は３０％～９０％であり、３５％～
８０％が好ましく、４０％～６５％がより好ましい。
【０１５１】
　本発明における光散乱シートの好ましい散乱プロファイルを下記に示す。光学補償シー
トを含めた光学特性検討の結果、表示装置の正面コントラスト低下率と、光散乱シートに
対して垂直な方向から２６°傾いた方向への散乱光強度が強い相関を持つことを見出した
（図１）。すなわち、光散乱シートの垂直方向から26°傾いた方向への散乱光の強度が低
いほど正面コントラストが高くなる。そこで、本発明の光散乱シートでは、垂直方向から
光を入射したときの透過光量をＩ０、26°方向への散乱光量をＩ２６としたとき、Ｉ２６
／Ｉ０が０．０００５～０．００１５の範囲にあることが好ましく、０．０００５～０．
００１２の範囲がさらに好ましく、０．０００７～０．０００９の範囲にあることが特に
好ましい。上記範囲の上限の数値を超えると、散乱量が多すぎて正面コントラストの低下
が顕著となり、黒輝度値の低い表示装置に搭載した際の優位性が減少する。また、上記の
下限の数値以下では、散乱量が少なく、色味補正効果が不足する場合がある。
【０１５２】
　従来の散乱フィルムは、特開２００８－８３２９４号公報の記載にみられるように、60
°以上の広角方向への散乱が正面輝度低下の抑制に効果を発揮していた。これに対し、本
発明は、特に黒輝度値の低い液晶表示装置を意図したものであり、これは、黒輝度の低下
に伴う正面コントラストの改善効果にすぐれている。すなわち、正面方向から離れた角度
方向の黒輝度値が低い表示装置では、光散乱シートの光散乱効果によって広角側から正面
方向に配分される光量自体が減少するため、正面コントラストの低下を抑制するためには
黒表示時を考慮した散乱プロファイル設計が必要である。よって、従来の光散乱シートの
光散乱プロファイル設計では充分な効果が得ることができない。
　26°方向の散乱が特異的に正面コントラスト低下の抑制に効果を発揮するという設計は
、従来の設計思想とは全く異なり、容易に想到できるものではない。
　散乱プロファイルの測定装置としては、例えば（株）村上色材研究所社製の「ゴニオフ
ォトメータ」を用いることができる。
【０１５３】
（光散乱シートの散乱体の粒径）
　本発明において、適度な散乱性を得るための散乱体の粒径は、０．５～６．０μｍが好
ましく、更に好ましくは０．６～５．０μｍ、最も好ましくは０．７～４．０μｍである
。この範囲の粒径の粒子を用いることで、本発明に適した光散乱の角度分布が得られる。
前記粒径を０．５μｍ以下とした場合、光散乱の効果が大きく、視角特性は飛躍的に向上
するが、後方散乱が大きくなり明るさの減少が激しい。一方、６．０μｍ以上とした場合
は、光散乱効果が小さくなり、視角特性の向上は小さくなる。本発明において、光散乱粒
子の形状に特に制限はなく、球状、扁平状、紡錘状等様々な形状をとることができるが、
球状が好ましい。
【０１５４】
　光散乱層の透光性樹脂と散乱体は、透光性樹脂の屈折率（ｎＢ）が前記透光性粒子の屈
折率（ｎＰ）よりも低いことが好ましく、その屈折率差（Δｎ）は、０．０３～０．２０
が好ましく、０．０４～０．１８が特に好ましく、０．０５～０．１５がもっとも好まし
い。光散乱層の屈折率が小さすぎると、低屈折率層との屈折率差が小さくなり、反射防止
性が低減する。一方、屈折率を高くしすぎると、使用できる素材が限定され、高コストに
なる、色味が強くなるなどで、好ましくない。なお、本発明において光散乱層の屈折率は
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散乱体を除いた固形分を含む塗膜の屈折率から求めた値である。
【０１５５】
　前記透光性粒子は、光散乱層全固形分中に３～３０質量％含有されるように配合される
ことが好ましい。より好ましくは３～２５質量％、更に好ましくは５～２０質量％である
。３質量％未満であると、添加効果が不足する。一方で３０質量％を超えると、散乱光量
が多くなりすぎるため、画像ボケの増加やコントラスト低下が著しく、本発明の効果を損
なう。
【０１５６】
　また、透光性粒子の塗布量は、好ましくは３０～２５００ｍｇ／ｍ２、より好ましくは
１００～２４００ｍｇ／ｍ２、更に好ましくは６００～２３００ｍｇ／ｍ２、特に好まし
くは、１０００～２０００ｍｇ／ｍ２である。
【０１５７】
　光散乱層の平均膜厚は、２～３０μｍが好ましく、５～２０μｍがより好ましく、８～
１５μｍが更に好ましい。薄すぎるとハードコート性が不足し、厚すぎるとカールや脆性
が悪化して加工適性が低下する場合があるので、前記範囲内とするのが好ましい。拡散層
の平均膜厚は、電子顕微鏡で５０００倍に断面を拡大し、コクヨ社製トレーシングペーパ
ー（セ－ＴＤ５８：５０ｇ／ｍ２）で光散乱層を写し切り、質量を測定することで測定す
る。
【０１５８】
　光散乱層の平均膜厚は透光性粒子の平均粒子径の１．４～３．５倍であり、１．５～３
．０倍が好ましく、１．５～２．５倍がさらに好ましく、１．６～２．０倍が特に好まし
い。光散乱層の平均膜厚が透光性粒子の平均粒子径の１．４～３．５倍の場合、防眩性の
膜厚依存性、粒子径依存性が小さくなる。そのため、塗布時に発生するスジや乾燥ムラに
よる膜厚変動が生じたとしても、スジやムラ等の面状欠陥を認識しずらくできる。防眩性
は複数の粒子の集合体で形成される３次元立体構造起因の突起により表面凹凸で形成され
ることが、膜厚や粒子径がわずかに変化しても、表面の凹凸の大きさがほとんど変化しな
いため、防眩性の変化は小さく好ましい。平均膜厚み／平均粒子比率が小さすぎると、粒
子は膜中１層で存在するため膜厚や粒子径がわずかに変化すると、表面の凹凸の大きさが
変化し、防眩性が大きく変わり、コントラストが悪化し易い。また、大きすぎると、複数
の粒子が膜中に層方向に分布するために散乱プロファイルが変化し、必要な散乱特性を得
ることができない。平均膜厚み／平均粒子比率が１．４～３．５の場合にすると粒子ロッ
トにより平均粒子径が変動してフィルムの防眩性に変動が起こることが少なくなり、ロッ
ト変動の少ないフィルムを得ることもできる。
【０１５９】
　本発明にかかる光散乱フィルムはディスプレイの表面に用いる場合、鉛筆硬度が高いこ
とが好ましい。鉛筆硬度は、２Ｈ以上が好ましく、３Ｈ～７Ｈがより好ましく、４Ｈ～６
Ｈが更に好ましい。
【０１６０】
　本発明においては、光散乱フィルムは必要により、フィルム表面に凹凸形状をつけるこ
とで防眩性を付与することも可能である。画像の鮮明性を維持する目的で、クリアな表面
を得る為には、表面粗さを示す特性のうち、例えば中心線平均粗さ（Ｒａ）を０．０８μ
ｍ以下とすることが好ましい。Ｒａは、より好ましくは０．０７μｍ以下であり、更に好
ましくは０．０６μｍ以下である。
【０１６１】
　以下本発明の光散乱層に用いることのできる材料について説明する。
［透光性樹脂］
　本発明の透光性樹脂は、特にその材料の種類に制限はなく、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹
脂、電離放射線硬化型樹脂を適宜用いることができる。
【０１６２】
　熱可塑性樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタ
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レート（ＰＥＮ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）
、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、
ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、シクロオレフィンコポリマー（ＣＯＣ）、含ノルボルネン樹
脂、ポリエーテルスルホン等の各種樹脂を使用することができる。
【０１６３】
　熱硬化型樹脂としては、フェノール樹脂、フラン樹脂、キシレン・ホルムアルデヒド樹
脂、ケトン・ホルムアルデヒド樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、アニリン樹脂、アルキ
ド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂等を挙げることができる。これらは単独
もしくは複数混合して使用しても良い。
【０１６４】
　電離放射線硬化型樹脂は、硬化膜の硬度上昇の点から多官能モノマーや多官能オリゴマ
ーが好ましい。重合性官能基としては、光、電子線、放射線重合性のものが好ましく、中
でも光重合性官能基が好ましい。
　光重合性官能基としては、（メタ）アクリロイル基、ビニル基、スチリル基、アリル基
等の不飽和の重合性官能基等が挙げられ、中でも、（メタ）アクリロイル基が好ましい。
二個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの例には、多価アルコールと（メタ）ア
クリル酸とのエステル（例、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，４－ジク
ロヘキサンジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート）、ペン
タエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アク
リレート、トリメチロールエタントリ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールテ
トラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペ
ンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、１，３，５－シクロヘキサントリオー
ルトリメタクリレート、ポリウレタンポリアクリレート、ポリエステルポリアクリレート
）、ビニルベンゼンの誘導体（例、１，４－ジビニルベンゼン、４－ビニル安息香酸－２
－アクリロイルエチルエステル、１，４－ジビニルシクロヘキサノン）、ビニルスルホン
（例、ジビニルスルホン）、アクリルアミド（例、メチレンビスアクリルアミド）および
メタクリルアミドが含まれる。これらのなかでも、少なくとも３つの官能基を有するアク
リレートもしくはメタアクリレートモノマー、さらには少なくとも５つの官能基を有する
アクリレートモノマーが、膜硬度、即ち耐傷性の観点で好ましい。ジペンタエリスリトー
ルペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物が市販され
ており、特に好ましく用いられる。
【０１６５】
　上記の重合性不飽和基を有するモノマーの代わりまたはそれに加えて、架橋性の官能基
をバインダーに導入してもよい。架橋性官能基の例には、イソシアナート基、エポキシ基
、アジリジン基、オキサゾリン基、アルデヒド基、カルボニル基、ヒドラジン基、カルボ
キシル基、メチロール基および活性メチレン基が含まれる。ビニルスルホン酸、酸無水物
、シアノアクリレート誘導体、メラミン、エーテル化メチロール、エステルおよびウレタ
ン、テトラメトキシシランのような金属アルコキシドも、架橋構造を有するモノマーとし
て利用できる。ブロックイソシアナート基のように、分解反応の結果として架橋性を示す
官能基を用いてもよい。すなわち、本発明において架橋性官能基は、すぐには反応を示す
ものではなくとも、分解した結果反応性を示すものであってもよい。これら架橋性官能基
を有するバインダーは塗布後、加熱することによって架橋構造を形成することができる。
【０１６６】
［光散乱粒子］
　本発明にかかる光散乱シートにおいては、散乱体として透光性粒子を用いることができ
る。透光性粒子は、単分散の有機微粒子であっても、無機微粒子であってもよい。粒径に
ばらつきがないほど、光散乱特性にばらつきが少なくなり、光散乱シートの設計が容易と
なる。前記透光性微粒子としては、プラスチックビーズが好適であり、特に透明度が高く
、透光性樹脂との屈折率差が前述のような数値になるものが好ましい。有機微粒子として
は、ポリメチルメタクリレートビーズ（屈折率１．４９）、アクリル－スチレン共重合体
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ビーズ（屈折率１．５４）、メラミンビーズ（屈折率１．６５）、ポリカーボネートビー
ズ（屈折率１．５７）、スチレンビーズ（屈折率１．６０）、架橋ポリスチレンビーズ（
屈折率１．６１）、ポリ塩化ビニルビーズ（屈折率１．６０）、ベンゾグアナミン－メラ
ミンホルムアルデヒドビーズ（屈折率１．６８）等が用いられる。無機微粒子としては、
チタン／シリカビーズ（屈折率１．５３～２．００）、アルミナビーズ（屈折率１．６３
）等が用いられる。透光性微粒子は、透光性樹脂１００質量部に対して５～３０質量部含
有させるとよい。
【０１６７】
　上記のような透光性微粒子の場合には、樹脂組成物（透光性樹脂）中で透光性微粒子が
沈降し易いので、沈降防止のためにシリカ等の無機フィラーを添加してもよい。なお、無
機フィラーは添加量が増す程、透光性微粒子の沈降防止に有効であるが、塗膜の透明性に
悪影響を与える。従って、好ましくは、粒径０．５μｍ以下の無機フィラーを、透光性樹
脂に対して塗膜の透明性を損なわない程度に、０．１質量％未満程度含有させるとよい。
【０１６８】
[光開始剤]
　光ラジカル重合開始剤としては、アセトフェノン類、ベンゾイン類、ベンゾフェノン類
、ホスフィンオキシド類、ケタール類、アントラキノン類、チオキサントン類、アゾ化合
物、過酸化物類（特開２００１－１３９６６３号等）、２，３－ジアルキルジオン化合物
類、ジスルフィド化合物類、フルオロアミン化合物類、芳香族スルホニウム類、ロフィン
ダイマー類、オニウム塩類、ボレート塩類、活性エステル類、活性ハロゲン類、無機錯体
、クマリン類などが挙げられる。
【０１６９】
　これらの開始剤は単独でも混合して用いても良い。
　「最新ＵＶ硬化技術」，（株）技術情報協会，１９９１年，ｐ．１５９、及び、「紫外
線硬化システム」　加藤清視著、平成元年、総合技術センター発行、ｐ．６５～１４８に
も種々の例が記載されており本発明に有用である。
【０１７０】
　市販の光ラジカル重合開始剤としては、日本化薬（株）製のＫＡＹＡＣＵＲＥ（ＤＥＴ
Ｘ－Ｓ，ＢＰ－１００，ＢＤＭＫ，ＣＴＸ，ＢＭＳ，２－ＥＡＱ，ＡＢＱ，ＣＰＴＸ，Ｅ
ＰＤ，ＩＴＸ，ＱＴＸ，ＢＴＣ，ＭＣＡなど）、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株
）製のイルガキュア（６５１，１８４，５００，８１９，９０７，３６９，１１７３，１
８７０，２９５９，４２６５，４２６３など）、サートマー社製のＥｓａｃｕｒｅ（ＫＩ
Ｐ１００Ｆ，ＫＢ１，ＥＢ３，ＢＰ，Ｘ３３，ＫＴ０４６，ＫＴ３７，ＫＩＰ１５０，Ｔ
ＺＴ）等およびそれらの組み合わせが好ましい例として挙げられる。
【０１７１】
　光重合開始剤は、多官能モノマー１００質量部に対して、０．１～１５質量部の範囲で
使用することが好ましく、より好ましくは１～１０質量部の範囲である。
【０１７２】
［面状改良剤］
　支持体上のいずれかの層を作製するのに用いる塗布液には、面状故障（塗布ムラ、乾燥
ムラ、点欠陥など）を改良するために、フッ素系及びシリコーン系の少なくともいずれか
の面状改良剤を添加することが好ましい。
【０１７３】
　面状改良剤は、塗布液の表面張力を１ｍＮ／ｍ以上変化させることが好ましい。ここで
、塗布液の表面張力が１ｍＮ／ｍ以上変化するとは、面状改良剤を添加後の塗布液の表面
張力が、塗布／乾燥時での濃縮過程を含めて、面状改良剤を添加してない塗布液の表面張
力と比較して、１ｍＮ／ｍ以上変化することを意味する。好ましくは、塗布液の表面張力
を１ｍＮ／ｍ以上下げる効果がある面状改良剤であり、更に好ましく２ｍＮ／ｍ以上下げ
る面状改良剤、特に好ましくは３ｍＮ／ｍ以上下げる面状改良剤である。
【０１７４】
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　フッ素系の面状改良剤の好ましい例としては、フルオロ脂肪族基を含有する化合物が挙
げられる。好ましい化合物の例は、特開２００５－１１５３５９号、特開２００５－２２
１９６３号、特開２００５－２３４４７６号に記載の化合物を挙げることができる。
【０１７５】
［塗布溶剤］
　本発明の各層を形成するための塗布組成物に用いられる溶剤としては、各成分を溶解ま
たは分散可能であること、塗布工程、乾燥工程において均一な面状となり易いこと、液保
存性が確保できること、適度な飽和蒸気圧を有すること、等の観点で選ばれる各種の溶剤
が使用できる。
　溶媒は２種類以上のものを混合して用いることができる。特に、乾燥負荷の観点から、
常圧室温における沸点が１００℃以下の溶剤を主成分とし、乾燥速度の調整のために沸点
が１００℃以上の溶剤を少量含有することが好ましい。
【０１７６】
　沸点が１００℃以下の溶剤としては、例えば、ヘキサン（沸点６８．７℃）、ヘプタン
（９８．４℃）、シクロヘキサン（８０．７℃）、ベンゼン（８０．１℃）などの炭化水
素類、ジクロロメタン（３９．８℃）、クロロホルム（６１．２℃）、四塩化炭素（７６
．８℃）、１，２－ジクロロエタン（８３．５℃）、トリクロロエチレン（８７．２℃）
などのハロゲン化炭化水素類、ジエチルエーテル（３４．６℃）、ジイソプロピルエーテ
ル（６８．５℃）、ジプロピルエーテル　（９０．５℃）、テトラヒドロフラン（６６℃
）などのエーテル類、ギ酸エチル（５４．２℃）、酢酸メチル（５７．８℃）、酢酸エチ
ル（７７．１℃）、酢酸イソプロピル（８９℃）などのエステル類、アセトン（５６．１
℃）、２－ブタノン（メチルエチルケトンと同じ、７９．６℃）などのケトン類、メタノ
ール（６４．５℃）、エタノール（７８．３℃）、２－プロパノール（８２．４℃）、１
－プロパノール（９７．２℃）などのアルコール類、アセトニトリル（８１．６℃）、プ
ロピオニトリル（９７．４℃）などのシアノ化合物類、二硫化炭素（４６．２℃）などが
ある。このうちケトン類、エステル類が好ましく、特に好ましくはケトン類である。ケト
ン類の中では２－ブタノンが特に好ましい。
【０１７７】
　沸点が１００℃を以上の溶剤としては、例えば、オクタン（１２５．７℃）、トルエン
（１１０．６℃）、キシレン（１３８℃）、テトラクロロエチレン（１２１．２℃）、ク
ロロベンゼン（１３１．７℃）、ジオキサン（１０１．３℃）、ジブチルエーテル（１４
２．４℃）、酢酸イソブチル（１１８℃）、シクロヘキサノン（１５５．７℃）、２－メ
チル－４－ペンタノン（ＭＩＢＫと同じ、１１５．９℃）、１－ブタノール（１１７．７
℃）、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１５３℃）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（１
６６℃）、ジメチルスルホキシド（１８９℃）などがある。好ましくは、シクロヘキサノ
ン、２－メチル－４－ペンタノンである。
【０１７８】
　以下本発明の光散乱シートに付加することのできる構成層について説明する。
〔光散乱シートの層構成〕
　本発明にかかる光散乱シートは、上述の光散乱層に加えて目的に応じて必要な機能層を
設けることにより作製することができる。
　好ましい一つの態様としては、基材上に光学干渉によって反射率が減少するように屈折
率、膜厚、層の数、層順等を考慮して積層された反射防止フィルムを挙げることができる
。反射防止フィルムは、最も単純な構成では、基材上に低屈折率層のみを塗設した構成で
ある。更に反射率を低下させるには、反射防止層を、基材よりも屈折率の高い高屈折率層
と、基材よりも屈折率の低い低屈折率層を組み合わせて構成することが好ましい。構成例
としては、基材側から高屈折率層／低屈折率層の２層のものや、屈折率の異なる３層を、
中屈折率層（基材又はハードコート層よりも屈折率が高く、高屈折率層よりも屈折率の低
い層）／高屈折率層／低屈折率層の順に積層されているもの等があり、更に多くの反射防
止層を積層するものも提案されている。中でも、耐久性、光学特性、コストや生産性等か
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ら、ハードコート層を有する基材上に、中屈折率層／高屈折率層／低屈折率層の順に塗布
することが好ましく、例えば、特開平８－１２２５０４号公報、同８－１１０４０１号公
報、同１０－３００９０２号公報、特開２００２－２４３９０６号公報、特開２０００－
１１１７０６号公報等に記載の構成が挙げられる。
　また、各層に他の機能を付与させてもよく、例えば、防汚性の低屈折率層、帯電防止性
の高屈折率層としたもの（例、特開平１０－２０６６０３号公報、特開２００２－２４３
９０６号公報等）等が挙げられる。
【０１７９】
　本発明にかかる反射防止シートの好ましい層構成の例を下記に示す。本発明の反射防止
シートは、光学干渉により反射率を低減できるものであれば、特にこれらの層構成のみに
限定されるものではない。下記構成において基材フィルムは、フィルムで構成された支持
体を指している。この構成において、光散乱層に防眩性の機能を持たせることも可能であ
る。
　・基材フィルム／光散乱層／低屈折率層
　・基材フィルム／光散乱層／帯電防止層／低屈折率層
　・基材フィルム／ハードコート層／光散乱層／低屈折率層
　・基材フィルム／ハードコート層／光散乱層／帯電防止層／低屈折率層
　・基材フィルム／ハードコート層／帯電防止層／光散乱層／低屈折率層
　・基材フィルム／光散乱層／高屈折率層／低屈折率層
　・基材フィルム／光散乱層／帯電防止層／高屈折率層／低屈折率層
　・基材フィルム／光散乱層／中屈折率層／高屈折率層／低屈折率層
　・基材フィルム／光散乱層／高屈折率層／低屈折率層
　・帯電防止層／基材フィルム／光散乱層／中屈折率層／高屈折率層／低屈折率層
　・基材フィルム／帯電防止層／光散乱層／中屈折率層／高屈折率層／低屈折率層
　・帯電防止層／基材フィルム／光散乱層／中屈折率層／高屈折率層／低屈折率層
　・帯電防止層／基材フィルム／光散乱層／高屈折率層／低屈折率層／高屈折率層／低屈
折率層
【０１８０】
　また、別の態様として、光学干渉を積極的には用いずに、ハードコート性、防湿性、ガ
スバリア性、防眩性、防汚性などの付与の目的のために必要な層を設けた光学フィルムも
好ましい。
【０１８１】
　上記態様のフィルムの好ましい層構成の例を下記に示す。下記構成において基材フィル
ムは、フィルムで構成された支持体を指している。
　・基材フィルム／光散乱層／ハードコート層
　・基材フィルム／光散乱層
　・基材フィルム／光散乱層／防眩層
　・基材フィルム／ハードコート層／光散乱層
　・基材フィルム／光散乱層／ハードコート層
　・基材フィルム／帯電防止層／光散乱層
　・基材フィルム／防湿層／光散乱層
　・基材フィルム／ガスバリア層／光散乱層
　・基材フィルム／光散乱層／防汚層
　・帯電防止層／基材フィルム／光散乱層
　・光散乱層／基材フィルム／帯電防止層
【０１８２】
　これらの層は、蒸着、大気圧プラズマ、塗布などの方法により形成することができる。
生産性の観点からは、塗布により形成することが好ましい。
【０１８３】
　以下各構成層について説明する。
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【０１８４】
（１）ハードコート層
　本発明のフィルムには、フィルムの物理的強度を付与するために、好ましくは透明支持
体の一方の面にハードコート層を設けることができる。ハードコート層は、二層以上の積
層から構成されてもよい。
【０１８５】
　本発明におけるハードコート層の屈折率は、反射防止性のフィルムを得るための光学設
計からは、屈折率が１．４８～２．００の範囲にあることが好ましく、より好ましくは１
．５２～１．９０であり、更に好ましくは１．５５～１．８０である。本発明の好ましい
態様である、ハードコート層の上に低屈折率層が少なくとも１層ある態様では、屈折率が
この範囲より小さ過ぎると反射防止性が低下し、大き過ぎると反射光の色味が強くなる傾
向がある。
【０１８６】
　ハードコート層の膜厚は、フィルムに充分な耐久性、耐衝撃性を付与する観点から、ハ
ードコート層の厚さは通常０．５μｍ～５０μｍ程度とし、好ましくは１μｍ～２０μｍ
、さらに好ましくは２μｍ～１０μｍ、最も好ましくは３μｍ～７μｍである。
　また、ハードコート層の強度は、鉛筆硬度試験で、Ｈ以上であることが好ましく、２Ｈ
以上であることがさらに好ましく、３Ｈ以上であることが最も好ましい。
　さらに、ＪＩＳ　Ｋ５４００に従うテーバー試験で、試験前後の試験片の摩耗量が少な
いほど好ましい。
【０１８７】
　ハードコート層は、電離放射線硬化性化合物の架橋反応、又は、重合反応により形成さ
れることが好ましい。例えば、電離放射線硬化性の多官能モノマーや多官能オリゴマーを
含む塗布組成物を透明支持体上に塗布し、多官能モノマーや多官能オリゴマーを架橋反応
、又は、重合反応させることにより形成することができる。
　電離放射線硬化性の多官能モノマーや多官能オリゴマーの官能基としては、光、電子線
、放射線重合性のものが好ましく、中でも光重合性官能基が好ましい。
　光重合性官能基としては、（メタ）アクリロイル基、ビニル基、スチリル基、アリル基
等の不飽和の重合性官能基等が挙げられ、中でも、（メタ）アクリロイル基が好ましい。
【０１８８】
　ハードコート層のバインダーには、ハードコート層の屈折率を制御する目的で、高屈折
率モノマーまたは無機粒子、或いは両者を加えることができる。無機粒子には屈折率を制
御する効果に加えて、架橋反応による硬化収縮を抑える効果もある。本発明では、ハード
コート層形成後において、前記多官能モノマーおよび／又は高屈折率モノマー等が重合し
て生成した重合体、その中に分散された無機粒子を含んでバインダーと称する。
【０１８９】
　一方、ハードコート層の表面散乱にて、防眩機能を付与する場合は、表面ヘイズが５％
～１５％であることが好ましく、５％～１０％であることがより好ましい。
【０１９０】
（２）防眩層
　防眩層は、表面散乱による防眩性と、好ましくはフィルムの耐擦傷性を向上するための
ハードコート性をフィルムに寄与する目的で形成される。
【０１９１】
　防眩性を付与する方法としては、特開平６－１６８５１号記載のような表面に微細な凹
凸を有するマット状の賦型フィルムをラミネートして形成する方法、特開２０００－２０
６３１７号記載のように電離放射線照射量の差による電離放射線硬化型樹脂の硬化収縮に
より形成する方法、特開２０００－３３８３１０号記載のように乾燥にて透光性樹脂に対
する良溶媒の重量比が減少することにより透光性微粒子および透光性樹脂とをゲル化させ
つつ固化させて塗膜表面に凹凸を形成する方法、特開２０００－２７５４０４号記載のよ
うに外部からの圧力により表面凹凸を付与する方法、特開２０００－２７５４０４号記載
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のように外部からの圧力により表面凹凸を付与する方法、特開２００５－１９５８１９号
記載のように複数のポリマーの混合溶液から溶媒が蒸発する過程で相分離することを利用
して表面凹凸を形成する方法、などが知られており、これら公知の方法を利用することが
できる。
【０１９２】
（３）高屈折率層、中屈折率層
　本発明にかかる光散乱シートには、高屈折率層、中屈折率層を設け、後述の低屈折率層
とともに光学干渉を利用すると反射防止性を高めることができる。
　以下の本明細書では、この高屈折率層と中屈折率層を高屈折率層と総称して呼ぶことが
ある。なお、本発明において、高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層の「高」、「中」、
「低」とは層相互の相対的な屈折率の大小関係を表す。また、透明支持体との関係で言え
ば屈性率は、透明支持体＞低屈折率層、高屈折率層＞透明支持体の関係を満たすことが好
ましい。
　また、本明細書では高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層を総称して反射防止層と総称
して呼ぶことがある。
【０１９３】
　高屈折率層の上に低屈折率層を構築して、反射防止シートを作製するためには、高屈折
率層の屈折率は１．５５～２．４０であることが好ましく、より好ましくは１．６０～２
．２０、更に好ましくは、１．６５～２．１０、最も好ましくは１．８０～２．００であ
る。
【０１９４】
　支持体から近い順に中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層を塗設し、反射防止シートを
作成する場合、高屈折率層の屈折率は、１．６５乃至２．４０であることが好ましく、１
．７０乃至２．２０であることがさらに好ましい。中屈折率層の屈折率は、低屈折率層の
屈折率と高屈折率層の屈折率との間の値となるように調整する。中屈折率層の屈折率は、
１．５５乃至１．８０であることが好ましい。
【０１９５】
　高屈折率層および中屈折率層に用いられる無機粒子の具体例としては、ＴｉＯ2、Ｚｒ
Ｏ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｉｎ2Ｏ3、ＺｎＯ、ＳｎＯ2、Ｓｂ2Ｏ3、ＩＴＯとＳｉＯ2等が挙げられ
る。ＴｉＯ2及びＺｒＯ2が高屈折率化の点で特に好ましい。該無機フィラーは、表面をシ
ランカップリング処理又はチタンカップリング処理されることも好ましく、フィラー表面
にバインダー種と反応できる官能基を有する表面処理剤が好ましく用いられる。
【０１９６】
　高屈折率層における無機粒子の含有量は、高屈折率層の質量に対し１０～９０質量％で
あることが好ましく、より好ましくは１５～８０質量％、特に好ましくは１５～７５質量
％である。無機粒子は高屈折率層内で二種類以上を併用してもよい。
　高屈折率層の上に低屈折率層を有する場合、高屈折率層の屈折率は透明支持体の屈折率
より高いことが好ましい。
　高屈折率層に、芳香環を含む電離放射線硬化性化合物、フッ素以外のハロゲン化元素（
例えば、Ｂｒ，Ｉ，Ｃｌ等）を含む電離放射線硬化性化合物、Ｓ，Ｎ，Ｐ等の原子を含む
電離放射線硬化性化合物などの架橋又は重合反応で得られるバインダーも好ましく用いる
ことができる。
【０１９７】
　高屈折率層の膜厚は用途により適切に設計することができる。高屈折率層を後述する光
学干渉層として用いる場合、３０～２００ｎｍが好ましく、より好ましくは５０～１７０
ｎｍ、特に好ましくは６０～１５０ｎｍである。
【０１９８】
　高屈折率層のヘイズは、防眩機能を付与する粒子を含有しない場合、低いほど好ましい
。５％以下であることが好ましく、さらに好ましくは３％以下、特に好ましくは１％以下
である。高屈折率層は、前記透明支持体上に直接、又は、他の層を介して構築することが
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好ましい。
【０１９９】
（４）低屈折率層
　本発明にかかる光散乱シートの反射率を低減するため、低屈折率層を用いることが好ま
しい。
　低屈折率層の屈折率は、１．２０～１．４６であることが好ましく、１．２５～１．４
６であることがより好ましく、１．３０～１．４０であることが特に好ましい。低屈折率
層の屈折率が高すぎると、反射率が高くなる、反射率を低下するために光散乱層の屈折率
を高くする必要が生じるなど、好ましくない。一方、屈折率を低くしすぎると、低屈折率
層の強度が低下し、好ましくない。また、使用できる素材が限定され、高コストになるた
め、好ましくない。
　低屈折率層の厚さは、５０～２００ｎｍであることが好ましく、７０～１００ｎｍであ
ることがさらに好ましい。低屈折率層のヘイズは、３％以下であることが好ましく、２％
以下であることがさらに好ましく、１％以下であることが最も好ましい。具体的な低屈折
率層の強度は、５００ｇ荷重の鉛筆硬度試験でＨ以上であることが好ましく、２Ｈ以上で
あることがさらに好ましく、３Ｈ以上であることが最も好ましい。
　また、光散乱シートの防汚性能を改良するために、表面の水に対する接触角が９０度以
上であることが好ましい。更に好ましくは９５度以上であり、特に好ましくは１００度以
上である。
【０２００】
　好ましい硬化物組成の態様としては、（A）架橋性若しくは重合性の官能基を有する含
フッ素ポリマーを含有する組成物、（B）含フッ素のオルガノシラン材料の加水分解縮合
物を主成分とする組成物、（C）２個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーと中空
構造を有する無機微粒子を含有する組成物、が挙げられる。
【０２０１】
（Ａ）架橋性若しくは重合性の官能基を有する含フッ素化合物
　架橋性若しくは重合性の官能基を有する含フッ素化合物としては、含フッ素モノマーと
架橋性または重合性の官能基を有するモノマーの共重合体を挙げることができる。含フッ
素モノマーとしては、例えばフルオロオレフィン類（例えばフルオロエチレン、ビニリデ
ンフルオライド、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロエチレン、ヘキサフルオロプ
ロピレン、パーフルオロ－２，２－ジメチル－１，３－ジオキソール等）、（メタ）アク
リル酸の部分または完全フッ素化アルキルエステル誘導体類（例えばビスコート６ＦＭ（
大阪有機化学製）やＭ－２０２０（ダイキン製）等）、完全または部分フッ素化ビニルエ
ーテル類等である。
【０２０２】
　架橋性基付与のためのモノマーとしては、１つの態様としては、グリシジルメタクリレ
ートのように分子内にあらかじめ架橋性官能基を有する（メタ）アクリレートモノマーを
挙げることができる。又別の態様としては、水酸基等の官能基を有するモノマーを用い含
フッ素共重合体を合成後、さらにそれら置換基を修飾して架橋性若しくは重合性の官能基
を導入するモノマーを使用する方法である。これらモノマーとしては、カルボキシル基、
ヒドロキシル基、アミノ基、スルホン酸基等を有する（メタ）アクリレートモノマー（例
えば（メタ）アクリル酸、メチロール（メタ）アクリレート、ヒドロキシアルキル（メタ
）アクリレート、アリルアクリレート等）が挙げられる。後者の態様は特開平１０－２５
３８８号公報および特開平１０－１４７７３９号公報により開示されている。
【０２０３】
　上記含フッ素共重合体には、溶解性、分散性、塗布性、防汚性、帯電防止性などの観点
から、適宜共重合可能な成分を含むことができる。特に防汚性・滑り性付与のためには、
シリコーンを導入することが好ましく、主鎖にも側鎖にも導入することができる。
　主鎖へのポリシロキサン部分構造導入方法は、例えば特開平６－９３１００号公報に記
載のアゾ基含有ポリシロキサンアミド（市販のものではＶＰＳ-０５０１、１００１（商
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品名；ワコー純薬工業（株）社製））等のポリマー型開始剤を用いる方法が挙げられる。
また、側鎖に導入する方法は、例えばJ.Appl.Polym.Sci.2000,78,1955、特開昭５６－２
８２１９号公報等に記載のごとく、反応性基を片末端に有するポリシロキサン（例えばサ
イラプレーンシリーズ（チッソ株式会社製）など）を高分子反応によって導入する方法、
ポリシロキサン含有シリコンマクロマーを重合させる方法によって合成することができ、
どちらの方法も好ましく用いることができる。
【０２０４】
　上記のポリマーに対しては特開２０００－１７０２８号公報に記載のごとく適宜重合性
不飽和基を有する硬化剤を併用してもよい。また、特開２００２－１４５９５２号に記載
のごとく含フッ素の多官能の重合性不飽和基を有する化合物との併用も好ましい。多官能
の重合性不飽和基を有する化合物の例としては、上記の２個以上のエチレン性不飽和基を
有するモノマーを挙げることができる。また、特開２００４－１７０９０１号公報に記載
のオルガノランの加水分解縮合物も好ましく、特に（メタ）アクリロイル基を含有するオ
ルガノシランの加水分解縮合物が好ましい。
　これら化合物は、特にポリマー本体に重合性不飽和基を有する化合物を用いた場合に耐
擦傷性改良に対する併用効果が大きく好ましい。
【０２０５】
　ポリマー自身が単独で十分な硬化性を有しない場合には、架橋性化合物を配合すること
により、必要な硬化性を付与することができる。例えばポリマー本体に水酸基含有する場
合には、各種アミノ化合物を硬化剤として用いることが好ましい。架橋性化合物として用
いられるアミノ化合物は、例えば、ヒドロキシアルキルアミノ基及びアルコキシアルキル
アミノ基のいずれか一方又は両方を合計で２個以上含有する化合物であり、具体的には、
例えば、メラミン系化合物、尿素系化合物、ベンゾグアナミン系化合物、グリコールウリ
ル系化合物等を挙げることができる。これら化合物の硬化には、有機酸又はその塩を用い
るのが好ましい。
【０２０６】
　これら含フッ素ポリマーの具体例は、特開２００３－２２２７０２号公報、特開２００
３－１８３３２２号公報等に記載されている。
【０２０７】
（Ｂ）含フッ素のオルガノシラン材料の加水分解縮合物
　含フッ素のオルガノシラン化合物の加水分解縮合物を主成分とする組成物も屈折率が低
く、塗膜表面の硬度が高く好ましい。フッ素化アルキル基に対して片末端又は両末端に加
水分解性のシラノールを含有する化合物とテトラアルコキシシランの縮合物が好ましい。
具体的組成物は、特開２００２－２６５８６６号公報、３１７１５２号公報に記載されて
いる。
【０２０８】
（Ｃ）２個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーと中空構造を有する無機微粒子を
含有する組成物
　更に別の好ましい態様として、低屈折率の粒子とバインダーからなる低屈折率層が挙げ
られる。低屈折率粒子としては、有機でも無機でも良いが、内部に空孔を有する粒子が好
ましい。中空粒子の具体例は、特開２００２－７９６１６号公報に記載のシリカ系粒子に
記載されている。粒子屈折率は１．１５～１．４０が好ましく、１．２０～１．３０が更
に好ましい。バインダーとしては、上記光拡散層の頁で述べた二個以上のエチレン性不飽
和基を有するモノマーを挙げることができる。
【０２０９】
　本発明の低屈折率層には、上記の光散乱層の頁で述べた重合開始剤を添加することが好
ましい。ラジカル重合性化合物を含有する場合には、該化合物に対して１～１０質量％、
好ましくは１～５質量％の重合開始剤を使用できる。
【０２１０】
　本発明の低屈折層には、無機粒子を併用することができる。耐擦傷性を付与するために
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、低屈折率層の厚みの１５％～１５０％、好ましくは３０％～１００％、更に好ましくは
４５％～６０％の粒径を有する微粒子を使用することができる。
【０２１１】
　本発明の低屈折率層には、防汚性、耐水性、耐薬品性、滑り性等の特性を付与する目的
で、公知のポリシロキサン系あるいはフッ素系の防汚剤、滑り剤等を適宜添加することが
できる。
【０２１２】
（５）帯電防止層
　本発明においては、帯電防止層を設けることがシート表面での静電気防止の点で好まし
い。帯電防止層を形成する方法は、例えば、導電性微粒子と反応性硬化樹脂を含む導電性
塗工液を塗工する方法、或いは透明膜を形成する金属や金属酸化物等を蒸着やスパッタリ
ングして導電性薄膜を形成する方法等の従来公知の方法を挙げることができる。導電性層
　は、支持体に直接又は支持体との接着を強固にするプライマー層を介して形成すること
ができる。また、帯電防止層を反射防止膜の一部として使用することもできる。この場合
、最表層から近い層で使用する場合には、膜の厚さが薄くても十分に帯電防止性を得るこ
とができる　
【０２１３】
　帯電防止層の厚さは、０．０１～１０μｍが好ましく、０．０３～７μｍであることが
より好ましく、０．０５～５μｍであることがさらに好ましい。帯電防止層の表面抵抗は
、１０５～１０１２Ω／ｓｑであることが好ましく、１０５～１０９Ω／ｓｑであること
がさらに好ましく、１０５～１０８Ω／ｓｑであることが最も好ましい。帯電防止層の表
面抵抗は、四探針法により測定することができる。
【０２１４】
　帯電防止層は、実質的に透明であることが好ましい。具体的には、帯電防止層のヘイズ
が、１０％以下であることが好ましく、５％以下であることがより好ましく、３％以下で
あることがさらに好ましく、１％以下であることが最も好ましい。波長５５０ｎｍの光の
透過率が、５０％以上であることが好ましく、６０％以上であることがより好ましく、６
５％以上であることがさらに好ましく、７０％以上であることが最も好ましい。
本発明の帯電防止層は、強度が優れており、具体的な帯電防止層の強度は、１ｋｇ荷重の
鉛筆硬度で、Ｈ以上であることが好ましく、２Ｈ以上であることがより好ましく、３Ｈ以
上であることがさらに好ましく、４Ｈ以上であることが最も好ましい。
【０２１５】
[塗布溶媒]
　上記各構成層のうち、基材フィルムに隣接して塗布される層には、基材フィルムを溶解
する少なくとも一種類以上の溶剤と、基材フィルムを溶解しない少なくとも一種類以上の
溶剤を含有することが好ましい。このような態様にすることで、基材フィルムへの隣接層
成分の過剰な染み込み防止と、隣接層と基材フィルムとの密着性確保の両立を図ることが
できる。また、基材フィルムを溶解する溶剤のうちの少なくとも一種類が、基材フィルム
を溶解しない溶剤のうちの少なくとも一種類よりも高沸点であることがより好ましい。さ
らに好ましくは、基材フィルムを溶解する溶剤のうち最も沸点の高い溶剤と、基材フィル
ムを溶解しない溶剤のうち、最も沸点の高い溶剤との沸点温度差が３０℃以上であること
であり、最も好ましくは４０℃以上であることである。
【０２１６】
　透明基材フィルムを溶解する溶剤の総量（Ａ）と透明基材フィルムを溶解しない溶剤の
総量（Ｂ）の質量割合（Ａ／Ｂ）は、５／９５～５０／５０が好ましく、より好ましくは
１０／９０～４０／６０であり、さらに好ましく１５／８５～３０／７０である。
【０２１７】
＜光散乱シートの支持体＞
　本発明の光散乱シートの支持体としては、透明樹脂フィルム、透明樹脂板、透明樹脂シ
ートや透明ガラスなど、特に限定は無い。透明樹脂フィルムとしては、セルロースアシレ
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ートフィルム（例えば、セルローストリアセテートフィルム（屈折率１．４８）、セルロ
ースジアセテートフィルム、セルロースアセテートブチレートフィルム、セルロースアセ
テートプロピオネートフィルム）、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリエーテル
スルホンフィルム、ポリアクリル系樹脂フィルム、ポリウレタン系樹脂フィルム、ポリエ
ステルフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリスルホンフィルム、ポリエーテルフィ
ルム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、（メタ）アクリルニ
トリルフィルムポリオレフィン、脂環式構造を有するポリマー（ノルボルネン系樹脂（ア
ートン：商品名、ＪＳＲ社製、非晶質ポリオレフィン（ゼオネックス：商品名、日本ゼオ
ン社製））、などが挙げられる。このうちトリアセチルセルロース、ポリエチレンテレフ
タレート、脂環式構造を有するポリマーが好ましく、特にトリアセチルセルロースが好ま
しい。
　支持体の厚さは通常２５μｍ～１０００μｍ程度のものを用いることができるが、好ま
しくは２５μｍ～２５０μｍであり、３０μｍ～９０μｍであることがより好ましい。
　支持体の巾は任意のものを使うことができるが、ハンドリング、得率、生産性の点から
通常は１００～５０００ｍｍのものが用いられ、８００～３０００ｍｍであることが好ま
しく、１０００～２０００ｍｍであることがさらに好ましい。支持体はロール形態の長尺
で取り扱うことができ、通常１００ｍ～５０００ｍ、好ましくは５００ｍ～３０００ｍの
ものである。
　支持体の表面は平滑であることが好ましく、平均粗さＲａの値が１μｍ以下であること
が好ましく、０．０００１～０．５μｍであることが好ましく、０．００１～０．１μｍ
であることがさらに好ましい。
【０２１８】
＜セルロースアシレートフィルム＞
　上記各種フィルムの中でも、透明性が高く、光学的に複屈折が少なく、製造が容易であ
り、偏光板の保護フィルムとして一般に用いられているセルロースアシレートフィルムが
好ましい。
　セルロースアシレートフィルムについては力学特性、透明性、平面性などを改良する目
的のため、種々の改良技術が知られており、公開技報２００１－１７４５に記載された技
術は公知のものとして本発明のフィルムに用いることができる。
【０２１９】
(偏光フィルムの作製)
【０２２０】
　以下に偏光フィルムに用いることのできる材料について説明する。偏光膜の片側ないし
両側に保護フィルムを配置し、偏光フィルムとして使用することができる。
　偏光膜には、ヨウ素系偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜やポリエン系偏光膜が
ある。ヨウ素系偏光膜および染料系偏光膜は、一般にポリビニルアルコール系フィルムを
用いて製造する。
　反射防止フィルムの透明支持体やセルロースアセテートフィルムの遅相軸と偏光膜の透
過軸とは、実質的に平行になるように配置する。
【０２２１】
　偏光板の生産性には保護フィルムの透湿性が重要である。偏光膜と保護フィルムは水系
接着剤で貼り合わせられており、この接着剤溶剤は保護フィルム中を拡散することで、乾
燥される。保護フィルムの透湿性が高ければ、高いほど乾燥は早くなり、生産性は向上す
るが、高くなりすぎると、液晶表示装置の使用環境（高湿下）により、水分が偏光膜中に
入ることで偏光能が低下する。
　保護フィルムの透湿性は、透明支持体やポリマーフィルム（および重合性液晶化合物）
の厚み、自由体積、親疎水性、等により決定される。
　保護フィルムの透湿性は１００～１０００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓであることが好ましく
、３００～７００ｇ／ｍ２・２４ｈｒｓであることが更に好ましい。
【０２２２】
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　液晶表示装置のコントラスト比を高めるためには、偏光板の透過率は高い方が好ましく
、偏光度も高い方が好ましい。偏光板の透過率は、波長５５０ｎｍの光において、３０～
５０％の範囲にあることが好ましく、３５～５０％の範囲にあることがさらに好ましく、
４０～５０％の範囲にあることが最も好ましい。偏光度は、波長５５０ｎｍの光において
、９０～１００％の範囲にあることが好ましく、９５～１００％の範囲にあることがさら
に好ましく、９９～１００％の範囲にあることが最も好ましい。
【０２２３】
　偏光膜としては公知の偏光膜や、偏光膜の吸収軸が長手方向に平行でも垂直でもない長
尺の偏光膜から切り出された偏光膜を用いてもよい。偏光膜の吸収軸が長手方向に平行で
も垂直でもない長尺の偏光膜は以下の方法により作成される。
　即ち、連続的に供給されるポリマーフィルムの両端を保持手段により保持しつつ張力を
付与して延伸した偏光膜で、少なくともフィルム幅方向に１．１～２０．０倍に延伸し、
フィルム両端の保持装置の長手方向進行速度差が３％以内であり、フィルム両端を保持す
る工程の出口におけるフィルムの進行方向と、フィルムの実質延伸方向のなす角が、２０
～７０゜傾斜するようにフィルム進行方向を、フィルム両端を保持させた状態で屈曲させ
てなる延伸方法によって製造することができる。特に４５°傾斜させたものが生産性の観
点から好ましく用いられる。
【０２２４】
　偏光膜の保護フィルムとして、前述の延伸ポリマーフィルムもしくは光学異方性層を有
する光学補償シートを用いることが好ましい。また、一方の保護フィルムとして、本発明
の光散乱シートを液晶表示装置の最表面側に用いることが好ましい。
　光学補償シート（位相差フィルム）と光散乱シートの併用により、液晶表示画面の色味
特性およびコントラストを改良することができる。
【０２２５】
（光学補償シートと光散乱シートの組み合わせ）
　本発明にかかる態様では、光散乱シートを除外して黒色を表示したときの、該表示装置
法線方向での輝度が０．３ｃｄ／ｍ２以下であり、かつ該法線方向に対して極角６０°以
内の範囲における黒輝度の最大値が２．０ｃｄ／ｍ２以下となる光学補償シートと全ヘイ
ズ値が３０～９０％である光散乱シートを組み合わせることにより、ディスプレイの白表
示・黒表示時の色味視角依存性を補正し、かつコントラストの低下を抑制した液晶表示装
置が得られる。
【０２２６】
　本発明において、「該光散乱シートを除外して黒色を表示したとき」は、「表示側偏光
フィルムの保護フィルムを光散乱層や防眩層を有さないプレーンのTACとした表示装置に
おいて黒色を表示したとき」という意味で用いる。すなわち、本発明での輝度の測定は、
通常の表示装置のように光散乱シートを表示面側に備えておらず、光散乱機能を有さない
状態での表示装置の輝度測定を指す。
【０２２７】
　光学補償シートは、液晶表示装置の液晶セルの配向に伴うレタデーション変化を幅広い
視野角方向で補償する。ここで、黒表示は充分に補償することができるが、一方で液晶表
示装置の色味変化については完全に補償することができない。このため、全方位に対し黒
輝度値が低い液晶表示装置においては、特に斜め方向の黒表示時および白表示時の色味変
化が大きいというデメリットが生じる。これは前述のように、主に光学補償シートの光学
異方性層の波長分散とセルに用いられる液晶の波長分散に起因する。
　一方、光散乱シートにより、上記の課題である色味変化を改良可能であるが、色味変化
を改良するに充分な光量を散乱させた場合、正面に回りこむ光が強くなりコントラスト低
下を生じる。すなわち、表示装置法線方向での輝度が０．３ｃｄ／ｍ２を超えると、正面
の黒輝度が高いために、表示装置本来の正面コントラストが低下してしまう。また、法線
方向に対して極角６０°以内の範囲における黒輝度の最大値が２．０ｃｄ／ｍ２を超える
場合、光散乱シートを配置したときの正面コントラストの低下が著しい。光散乱シートの
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乱光量が多すぎて正面コントラストが低下してしまう。
【０２２８】
本発明では、黒輝度の最大値が２．０ｃｄ／ｍ２以下となるが、表示装置において、黒表
示時の輝度が０に近ければ近いほど黒表示の黒味が増す（明るさが下がる）ので、輝度は
低ければ低いほどよく、黒輝度の最大値は０を含む。ただし、セルの性質上、光源からの
透過光を完全に内部に閉じこめることはできないが、黒表示時の黒（黒輝度の最大値）が
０に近づくことが好ましい。本発明では、黒輝度の最大値が０．１ｃｄ／ｍ２以上２．０
ｃｄ／ｍ２以下が好ましく、０．２ｃｄ／ｍ２以上２．０ｃｄ／ｍ２以下がより好ましく
、０．３ｃｄ／ｍ２以上２．０ｃｄ／ｍ２以下がさらに好ましい。
【０２２９】
　したがって、黒表示時の全方位の黒輝度値を低く抑えることができる光学補償シートを
具備する液晶表示装置に対し、カラーシフトを改良できる光散乱シートを組み合わせるこ
とによって、はじめて色味変化の補正とコントラスト低下率の抑制とを両立することがで
き、上記のような液晶表示装置は、上記の範囲外では正面コントラストおよび色味視角依
存性の両立が不可能である。
【０２３０】
　従来の光学補償シートと光散乱シートの組み合わせにおいては、光学補償シートに色味
変化抑制の性能を持たせるという目的があったために、上記の黒輝度の数値範囲をもつ光
学補償シートは、表示性能が不適であった。また、光散乱シートは従来の黒輝度の数値範
囲をもつ液晶表示装置に用いた場合、コントラストの低下を招き不適であるか、あるいは
コントラストの低下が少ない光散乱シートはカラーシフトの抑制が不十分であるかのどち
らかであった。本発明の態様である光学補償フィルムと光散乱フィルムの組み合わせは、
従来の着想と異なる範囲に最適範囲が存在するため、従来技術から容易に想到しうるもの
ではなく、また設計の範囲ではない。
【実施例】
【０２３１】
　以下に実施例と比較例を挙げて本発明の特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例
に示す材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適
宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に
解釈されるべきものではない。
【０２３２】
［光学補償シートの作製例］
（第１の光学異方性層ＣＡ－１の作製）
　下表に記載の各成分を混合して、セルロースアシレート組成物を調製した。これを真空
排気付き２軸混練押出し機を用い、スクリュー回転数３００ｒｐｍ、混練時間４０秒間、
押出し量２００ｋｇ／ｈｒでダイから押出し６０℃の水中で固化した後、裁断し、直径２
ｍｍ、長さ３ｍｍの円柱状のペレットを得た。その後、前記ペレットを用い、特開２００
７－２２１６号公報の実施例１に記載と同様の手法で溶融製膜し、８５μｍのフィルムを
得た。このフィルムをＭＤ方向に１１０℃で６０％延伸し、フィルムＣＡ－１を作製した
。なお、ＭＤ方向とは、搬送方向を意味する。延伸後のフィルムの厚さは６７μｍであっ
た。
【０２３３】
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【表１】

【０２３４】
（第１の光学異方性層ＣＡ－２の作製）
　下表に記載の各成分を混合して、セルロースアシレート溶液を調製した。このセルロー
スアシレート溶液を、金属支持体上に流延し、得られたウェブを支持体から剥離し、その
後、ＴＤ方向に１８５℃で２０％延伸しＣＡ－２を作製した。延伸後のフィルムの厚さは
８０μｍであった。
【０２３５】
【表２】

【０２３６】
【化１８】

【０２３７】
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【化１９】

【０２３８】
（第１の光学異方性層ＣＡ－３の作製）
　ＣＡ－１と同様に溶融製膜したセルロースアシレートフィルムを、ＭＤ方向に１１０℃
で９５％延伸することでＣＡ－３を作製した。延伸後のフィルムの厚さは１００μｍであ
った。
【０２３９】
　作製したＣＡ－１～３の光学特性は下記のとおりであった。
【０２４０】
【表３】

【０２４１】
単位：ｎｍ（ただしＲｔｈ／Ｒｅは除く）
【０２４２】
＜鹸化処理＞
　前記第１の光学異方性層ＣＡ－１～３上に１．０Ｎの水酸化カリウム溶液（溶媒：水／
イソプロピルアルコール／プロピレングリコール＝６９．２質量部／１５質量部／１５．
８質量部）を１０ｍＬ／ｍ2塗布し、約４０℃の状態で３０秒間保持した後、アルカリ液
を掻き取り、純水で水洗し、エアーナイフで水滴を削除した。その後、１００℃で１５秒
間乾燥した。
【０２４３】
＜配向膜の作製＞
　鹸化処理及び表面処理した前記第１の光学異方性層ＣＡ－１～３に、下記の組成の配向
膜塗布液を＃１６のワイヤーバーコーターで２８ｍＬ／ｍ2塗布した。６０℃の温風で６
０秒、更に９０℃の温風で１５０秒乾燥し、配向膜を作製した。乾燥後の配向膜の厚みは
、１．１μｍであった。
【０２４４】
変性ポリビニルアルコール（下記）　　　　　　　　　　　１０質量部
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７１質量部
メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１９質量部
グルタルアルデヒド（架橋剤）　　　　　　　　　　　　０．５質量部
クエン酸エステル（三協化学（株）製　ＡＳ－３）　　０．３５質量部
【０２４５】
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【化２０】

【０２４６】
＜配向処理＞
　ＣＡ－１～３をそれぞれ、速度２０ｍ／分で搬送し、延伸方向に対して９０°にラビン
グ処理されるようにラビングロール（３００ｍｍ直径）を設定し、７５０ｒｐｍで回転さ
せて、配向膜設置表面にラビング処理を施した。
【０２４７】
（光学補償シートＣＢ－１の作製）
　ＣＡ－１のラビング処理面に、下記表に示した組成の塗布液を乾燥膜厚１．１μｍとな
るように塗布した。その後、１３０℃の恒温槽中で９０秒間加熱し、ディスコティック液
晶化合物を配向させた。次に、８０℃で１６０Ｗ／ｃｍ高圧水銀灯を用いて、１分間紫外
線照射し架橋反応を進行させて、ディスコティック液晶化合物を重合させた。その後、室
温まで放冷した。得られた光学異方性層の、波長５４６ｎｍで測定したＲｅレターデーシ
ョン値は２８ｎｍであった。このようにしてＣＢ－１を作製した。
【０２４８】

【表４】

【０２４９】
【化２１】

【０２５０】
（光学補償シートＣＢ－２の作製）
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　第１の光学異方性層として、ＣＡ－１に代えてＣＡ－２を用いた以外は、ＣＢ－１と同
様に第２の光学異方性層を形成し、ＣＢ－２を作製した。
【０２５１】
（光学補償シートＣＢ－３の作製）
　第１の光学異方性層として、ＣＡ－１に代えてＣＡ－３を用いた以外は、ＣＢ－１と同
様に第２の光学異方性層を形成し、ＣＢ－３を作製した。
【０２５２】
［光散乱層用塗布液（ＤＡ－１）の調製］
　光散乱層を構成する透光性樹脂としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（日
本化薬（株）製）を100質量部、透光性粒子としてメラミン（日産化学（株）製　オプト
ビーズ2000M、粒径 1.5 μｍ）を５質量部、および重合開始剤（チバ・スペシャルティ・
ケミカルズ（株）製　イルガキュア184）6重量部を混合してメチルエチルケトン／メチル
イソブチルケトン（30／70 質量比）により固形分50 %になるように調製した。以上によ
り光散乱層用塗布液ＤＡ－１を得た。
【０２５３】
［光散乱層用塗布液（ＤＡ－２）の調製］
　光散乱層用塗布液ＤＡ－１の調製において、透光性粒子をメラミン（日産化学（株）製
　オプトビーズ2000M、粒径 3.5 μｍ）に変更した以外は、すべて同様にして光散乱層用
塗布液ＤＡ－２を得た。
【０２５４】
［光散乱層用塗布液（ＤＡ－３）の調製］
　光散乱層用塗布液ＤＡ－１の調製において、透光性粒子をメラミン（日産化学（株）製
　オプトビーズ2000M、粒径 1.5 μｍ）５質量部、メラミン（日産化学（株）製　オプト
ビーズ2000M、粒径 3.5 μｍ）５質量部に変更した以外は、すべて同様にして光散乱層用
塗布液ＤＡ－３を得た。
【０２５５】
［光散乱層用塗布液（ＤＡ－４）の調製］
　光散乱層用塗布液ＤＡ－１の調製において、透光性粒子をメラミン（日産化学（株）製
　オプトビーズ2000M、粒径 6.5 μｍ）１０質量部に変更した以外は、すべて同様にして
光散乱層用塗布液ＤＡ－４を得た。
【０２５６】
［光散乱層用塗布液（ＤＡ－５）の調製］
　光散乱層用塗布液ＤＡ－１の調製において、透光性粒子をＰＭＭＡ（綜研化学（株）製
　ＭＸ３００、粒径 3.0 μｍ）１０質量部に変更した以外は、すべて同様にして光散乱
層用塗布液ＤＡ－５を得た。
【０２５７】
［低屈折率層用塗布液（ＬＡ－１）の調製］
　エチレン性不飽和基含有含フッ素ポリマー（特開２００５－８９５３６号公報製造例３
に記載のフッ素ポリマー（Ａ－１））固形分として４５．０ｇをメチルイソブチルケトン
５００ｇに溶解し、更に、分散液Ａを１９５質量部（シリカ＋表面処理剤固形分として３
９．０質量部）、コロイダルシリカ分散物（シリカ、ＭＥＫ－ＳＴの粒子径違い品、平均
粒径４５ｎｍ、固形分濃度３０％、日産化学（株）製）３０．０質量部（固形分として９
．０質量部）、ゾル液Ｂ１７．０質量部（固形分として５．０質量部）、ＰＭ９８０Ｍ（
光重合開始剤、和光純薬製）２．０質量部を添加した。塗布液全体の固形分濃度が６質量
％になるようにメチルエチルケトンで希釈して低屈折率用塗布液（Ｌｎ－１）を調製した
。塗布液調製に使用したゾル液Ｂ１及び分散液Ａの調製法を以下に示す。
【０２５８】
（ゾル液Ｂ１の調製）
　攪拌機、還流冷却器を備えた反応器、メチルエチルケトン１２０部、アクリロイルオキ
シプロピルトリメトキシシラン（ＫＢＭ－５１０３、信越化学工業（株）製）１００部、



(51) JP 2010-39087 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

ジイソプロポキシアルミニウムエチルアセトアセテート３部を加え混合したのち、イオン
交換水３０部を加え、６０℃で４時間反応させたのち、室温まで冷却し、ゾル液ａを得た
。質量平均分子量は１６００であり、オリゴマー成分以上の成分のうち、分子量が１００
０～２００００の成分は１００％であった。また、ガスクロマトグラフィー分析から、原
料のアクリロイルオキシプロピルトリメトキシシランは全く残存していなかった。
【０２５９】
（分散液Ａの調製）
　中空シリカ微粒子ゾル（イソプロピルアルコールシリカゾル、平均粒子径６０ｎｍ、シ
ェル厚み１０ｎｍ、シリカ濃度２０質量％、シリカ粒子の屈折率１．３１、特開２００２
－７９６１６の調製例４に準じサイズを変更して作成）５００ｇに、アクリロイルオキシ
プロピルトリメトキシシラン（信越化学工業（株）製）３０ｇ、およびジイソプロポキシ
アルミニウムエチルアセテート１．５ｇ加え混合した後に、イオン交換水を９ｇを加えた
。６０℃で８時間反応させた後に室温まで冷却し、アセチルアセトン１．８ｇを添加した
。この分散液５００ｇにほぼシリカの含量一定となるようにシクロヘキサノンを添加しな
がら、減圧蒸留による溶媒置換を行った。分散液に異物の発生はなく、固形分濃度をシク
ロヘキサノンで調整し２０質量％にした。
【０２６０】
［光散乱シートＤＢ－１の作製］
　支持体としてトリアセチルセルロースフィルム（富士フイルム（株）製　TD-80U）上に
、乾燥膜厚5.0 μｍとなるように光散乱層用塗布液（ＤＡ－１）を塗工、溶剤乾燥後、16
0 W / cmの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて、照度1.
5 kW / cm2、照射量95 mJ / cm2の紫外線を照射して塗布層を硬化させ、光散乱シートＤ
Ｂ－１を作製した。
【０２６１】
［光散乱シートＤＢ－２の作製］
　光散乱シートＤＢ－１の作製において、光散乱層用塗布液（ＤＡ－１）の代わりに（Ｄ
Ａ－２）を用い、乾燥膜厚を7.0 μｍとしたこと以外は同様にして光散乱シートＤＢ－２
を作製した。
【０２６２】
［光散乱シートＤＢ－３の作製］
光散乱シートＤＢ－１の作製において、光散乱層用塗布液（ＤＡ－１）の代わりに（ＤＡ
－３）を用い、乾燥膜厚を7.0 μｍとしたこと以外は同様にして光散乱シートＤＢ－３を
作製した。
【０２６３】
［光散乱シートＤＢ－４の作製］
　光散乱シートＤＢ－１の作製において、光散乱層用塗布液（ＤＡ－１）の代わりに（Ｄ
Ａ－４）を用い、乾燥膜厚を12 μｍとしたこと以外は同様にして光散乱シートＤＢ－４
を作製した。
【０２６４】
［光散乱シートＤＢ－５の作製］
　光散乱シートＤＢ－１の作製において、光散乱層用塗布液（ＤＡ－１）の代わりに（Ｄ
Ａ－５）を用い、乾燥膜厚を7.0 μｍとしたこと以外は同様にして光散乱シートＤＢ－５
を作製した。
【０２６５】
［光散乱シートＤＢ－６の作製］
　光散乱シートＤＢ－１の上に、低屈折率層用塗布液（ＬＡ－１）を乾燥・硬化後の膜厚
が95 nmとなるように塗設した。溶剤乾燥後、160 W / cm の空冷メタルハライドランプ（
アイグラフィックス（株）製）を用いて、照度1.5 kW / cm2、酸素濃度が約100 ppmとな
るように窒素パージしながら照射量500 mJ / cm2の紫外線を照射して低屈折率層を硬化さ
せ、光散乱シートＤＢ－６を得た。
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　下記に光散乱シートの光学特性値を示す。ここで、光散乱シートの垂直方向から光を入
射したとき、透過光量をＩ０、２６°の方向への散乱光量をＩ２６として示す。
【０２６７】
【表５】

【０２６８】
　次に、作製した光学補償シートＣＢ－１～ＣＢ－３を保護フィルムとして有するバック
ライト側偏光板１Ｒ～３Ｒ、および光学補償シートＣＢ－１～ＣＢ－３と光散乱シートを
それぞれ保護フィルムとして有する観察者側偏光板１１Ｆ～１５Ｆ、２１Ｆ～２５Ｆ、３
１Ｆ～３５Ｆをそれぞれ作製した。
【０２６９】
（バックライト側偏光板の作製）
　まず、延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した
。
　その後、前記ＣＢ－１～ＣＢ－３のそれぞれについて、第２の光学異方性層が形成され
ていない面を、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、前記偏光膜の一方の面に貼り付
け、前記偏光膜の他方の面には、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、鹸化処理を行
った市販のセルローストリアセテートフィルム（フジタックＴＤ８０ＵＦ、富士フイルム
（株）製）を貼り付けた。このとき第１の光学異方性層に施したラビング処理の方向と偏
光膜の吸収軸が平行になるようにした。このようにして、３種類のバックライト側偏光板
を作製した（偏光板１Ｒ～３Ｒ）。
【０２７０】
（観察者側偏光板の作製）
　バックライト側偏光板の作製において、セルローストリアセテートフィルム（フジタッ
クＴＤ８０ＵＦ、富士フイルム（株）製）を光散乱シートＤＢ－１～６に変更した以外は
すべて同様にして、下記のとおり観察者側偏光板を作製した（１１Ｆ～１６Ｆ、２１Ｆ～
２５Ｆ、３１Ｆ～３５Ｆ）。
【０２７１】
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【表６】

【０２７２】
＜輝度測定用の液晶表示装置の作製＞
　ＴＮ型液晶セルを使用した２２インチの液晶表示装置（ＡＣＥＲ製　ＡＬ２２１６Ｗ）
に設けられている一対の偏光板（上側偏光板、及び下側偏光板）を剥がし、代わりに作製
した偏光板１Ｒ～３Ｒを、第２の光学異方性層が液晶セル側となるように粘着剤を介して
、観察者側及びバックライト側に一枚ずつ貼り付けて、偏光板１Ｒ～３Ｒをそれぞれ有す
る液晶表示装置１０、２０、３０をそれぞれ作製した。このとき、観察者側の偏光板（上
側偏光板）の透過軸と、バックライト側の偏光板（下側偏光板）の透過軸とが直交するよ
うに各偏光板を配置した。
【０２７３】
＜黒表示時の輝度測定＞
常温常湿（２５℃６０％ＲＨ）の部屋で１週間放置した前記液晶表示装置を測定機（ＥＺ
－Ｃｏｎｔｒａｓｔ１６０Ｄ、ＥＬＤＩＭ社製）を用いて、黒表示時の輝度を評価した。
評価結果を下記表に示す。表より、光学補償シートＣＢ－１およびＣＢ－２が、表示装置
法線方向（正面黒輝度（ｃｄ／ｍ２））、および法線方向に対して極角６０°以内の範囲
における黒輝度の最大値（ｃｄ／ｍ２）がいずれも低く抑えられていることがわかる。
【０２７４】
【表７】

【０２７５】
＜本発明の液晶表示装置の作製＞
　ＴＮモード液晶セルを使用した２２インチの液晶表示装置（ＡＣＥＲ製　ＡＬ２２１６
Ｗ）に設けられている一対の偏光板（上側偏光板、及び下側偏光板）を剥がし、代わりに
作製した上記偏光板を、第２の光学異方性層が液晶セル側となるように粘着剤を介して、
下記のとおりに貼り付けて、液晶表示装置１１～１６、２１～２５、３１～３５をそれぞ
れ作製した。このとき、観察者側の偏光板（上側偏光板）の透過軸と、バックライト側の
偏光板（下側偏光板）の透過軸とが直交するように各偏光板を配置した。
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【０２７６】
＜表示性能評価＞
　次に、常温常湿（２５℃６０％ＲＨ）の部屋で１週間放置した前記液晶表示装置を測定
機（ＥＺ－Ｃｏｎｔｒａｓｔ１６０Ｄ、ＥＬＤＩＭ社製）を用いて、黒表示（Ｌ０）から
白表示（Ｌ７）までの８段階で色味、正面コントラスト（白表示時の透過率／黒表示時の
透過率）を評価した。評価結果を下記表に示す。
　なお、下記表において、ΔＣｕ’ｖ’は、画面正面を基準に極角６０°まで視野を傾け
た際のｕ’ｖ’（ｕ’ｖ’：ＣＩＥＬＡＢ空間における色座標）空間上の軌跡から、正面
（表示面の法線方向）のｕ’ｖ’値と最も距離の離れた地点でのｕ’ｖ’との距離を示す
。
　正面コントラストは白表示時の透過率／黒表示時の透過率から算出した値である。
【０２７７】
＜評価基準＞
［ΔＣｕ’ｖ’の評価基準］
◎　　　　ΔＣｕ’ｖ’が、０．０２を超え０．０４以下
〇　　　　ΔＣｕ’ｖ’が、０．０４を超え０．０６以下
△　　　　ΔＣｕ’ｖ’が、０．０６を超え０．０８以下
×　　　　ΔＣｕ’ｖ’が、０．０８を超え０．１０以下
【０２７８】
［コントラスト視野角（コントラスト比が１０以上で黒側の階調反転のない極角範囲）の
評価基準］
◎　　　　上下左右で、３４０°を超え３６０°以下
〇　　　　上下左右で、３２０°を超え３４０°以下
△　　　　上下左右で、３００°を超え３２０°以下
×　　　　上下左右で、２８０°を超え３００°以下
【０２７９】
【表８】

【０２８０】
　上記表に示す結果から、光散乱シートを表示装置法線方向での輝度が０．３ｃｄ／ｍ２

以下であり、かつ該法線方向に対して極角６０°以内の範囲における黒輝度の最大値が２
．０ｃｄ／ｍ２以下であり、光散乱シートの全ヘイズ値が３０～９０％である液晶表示装
置、はいずれも正面ＣＲが高く、しかもコントラスト視野角及びΔＣｕ’ｖ’という視野
角特性の観点においても良好な表示特性を示していることがわかる。特に、26°方向の散
乱光量が０．０００５～０．００１５の範囲の実施例は正面コントラストと色味補正の両
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立にすぐれていると理解できる。
【図面の簡単な説明】
【０２８１】
【図１】本発明における光散乱シートの好ましい散乱プロファイルを示す図である。

【図１】
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